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Ⅰ 特別支援学校の教育課程 

１ 教育課程編成に係る基本的事項 

 

(１) 教育課程編成の原則 

学校においては、教育目標を達成するために、日々の活動を組織的計画的に行うためのさまざまな

教育計画作成する。その中でも最も重要で基本的な計画が教育課程である。 

教育課程は、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を幼児児童生徒の心身の発達に

応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画である。 

①学校教育の目標 
各学校の教育課程を編成する際の「教育目標」というのは、一般的な目標ではなく、具体的な学校

の目標を指す。つまり、各学校の実態に基づいて「こんな児童・生徒になってほしい、こんな学校の
教育をしたい」という願いから目標を定めるということになる。学級目標は、更に学校目標に基づい
て、各学級の目標として、幼児児童生徒の発達段階を考慮して具体化していく。 
②心身の発達に応じる 

心身の発達に応じてということは、特別支援学校においては、特に幼児児童生徒一人一人の教育的
ニーズを踏まえること、つまり「一人一人の発達段階や特性に応じて……」ということがより重要に
なることから、個々の実態を総合的に把握して、保護者とともに個別の教育支援計画や個別の指導計
画を作成することが重要になります。 
③教育内容を授業時数との関連において 

教育内容とは、具体的には、学習指導要領に示された各教科や道徳、特別活動、自立活動等での指
導内容のことで、それらの内容を年間に指導する授業時数に基づいた計画を作成する。その授業時数
は、特別支援学校幼稚部教育要領及び小学部・中学部・高等部学習指導要領学校に示されている。 
特別支援学校の教育課程の編成は、幼児児童生徒の障害等の実態や教育的ニーズを踏まえて、非常

に弾力的に編成できようになっている。 

 

(２) 教育課程の編成は法令に従う 

各学校において編成される教育課程は、公教育の立場から法令により種々の定めがなされており、

これに従って編成されなければならない。 

① 学校教育の目的・目標は学校教育法に示され、各学校はこれに基づいて教育活動を行わなけれ

ばならない。 

② 教育課程の編成に関わることは、学校教育法施行規則第１２６条～第１３１条に規定されてい

る。 
第 126 条  特別支援学校の小学部の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育
の各教科（知的障害者である児童を教育する場合は生活、国語、算数、音楽、図画工作及び体育の各教科とする。）、
道徳、特別活動、自立活動並びに総合的な学習の時間（知的障害者である児童を教育する場合を除く。）によつて編
成するものとする。  
第 127 条  特別支援学校の中学部の教育課程は、必修教科、選択教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学
習の時間によつて編成するものとする。  
2  必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語（次項において「国語等」
という。）の各教科（知的障害者である生徒を教育する場合は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育及び
職業・家庭の各教科とする。）とする。  
3  選択教科は、国語等の各教科（知的障害者である生徒を教育する場合は外国語とする。）及び第 129 条に規定す
る特別支援学校小学部・中学部学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし、これらのうちから、地域及び学校
の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。  
第 128 条  特別支援学校の高等部の教育課程は、別表第 3及び別表第 5に定める各教科に属する科目（知的障害者
である生徒を教育する場合は国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、職業、家庭、外国語、情報、家政、
農業、工業及び流通・サービスの各教科並びに第 129 条に規定する特別支援学校高等部学習指導要領で定めるこれら
以外の教科とする。）、特別活動（知的障害者である生徒を教育する場合は、道徳及び特別活動とする。）、自立活
動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。  
第 129 条  特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容並びに小学部、中学部及び高等部の教育課程につい
ては、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示す
る特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領に
よるものとする。  
第 130 条  特別支援学校の小学部、中学部又は高等部においては、特に必要がある場合は、第 126 条から第 128 条
までに規定する各教科（次項において「各教科」という。）又は別表第 3及び別表第 5に定める各教科に属する科目
の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができる。  
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2  特別支援学校の小学部、中学部又は高等部においては、知的障害者である児童若しくは生徒又は複数の種類の障
害を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合において特に必要があるときは、各教科、道徳、特別活動及び自立
活動の全部又は一部について、合わせて授業を行うことができる。  
第 131 条  特別支援学校の小学部、中学部又は高等部において、複数の種類の障害を併せ有する児童若しくは生徒
を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において、特に必要があるときは、第 126 条から第 129 条までの
規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。  
2  前項の規定により特別の教育課程による場合において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が
著作の名義を有する教科用図書を使用することが適当でないときは、当該学校の設置者の定めるところにより、他の
適切な教科用図書を使用することができる。  
第 132 条  特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の教育課程に関し、その改善に資する研究を行うため特に必
要があり、かつ、児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部科学大臣が認める場合においては、文部科
学大臣が別に定めるところにより、第 126 条から第 129 条までの規定によらないことができる。  

③ また、その中で「第１２９条  特別支援学校の教育課程については、この章に定めるもののほ

か、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援

学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領によるものとする。」と

されている。したがって、実際の教育課程編成の基準となるのは、特別支援学校幼稚部教育要領、

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領、特別支援学校高等部学習指導要領であるが、高等部

職業学科及び専攻科においては、北海道教育委員会高等部教育課程編成基準に基づいて編成する

ことになる。 

 

(３) 特別支援学校の教育課程の編成の原則(特別支援学校学習指導要領解説総則等編～幼稚部・小学部・

中学部～より) 

 特別支援学校における教育課程の編成は、その原則として、特別支援学校学習指導要領解説に次のことが示
されている。各学校は、次に示した内容を咀嚼し、十分、承知した上で、幼児児童生徒個々の障害の状況や保
護者の教育的ニーズなどを踏まえて編成することが重要となる。 

１ 教育基本法及び学校教育法その他の法令並びに学習指導要領の示すところに従うこと 
学校において編成される教育課程については、公教育の立場から教育基本法及び学校教育法その他の法令に

より種々の定めがなされているので、これらの法令に従って編成しなければならない。 
小学部・中学部学習指導要領第１章総則第２節第１の１において、「各学校においては、教育基本法及び学

校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い、･･････適切な教育課程を編成するものとし、こ
れらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。」と示している。 
この「教育基本法及び学校教育法その他の法令」とは、第１部教育課程の基準と編成第１章教育課程の基準

第２節教育課程に関する法制で説明したとおり、教育基本法、学校教育法、学校教育法施行規則、地方教育行
政の組織及び運営に関する法律等である。 

なお、学校における政治教育及び宗教教育については、教育基本法に次のように規定されているので、各学
校において教育課程を編成、実施する場合にも当然これらの規定に従わなければならない。 

（政治教育） 
第14条良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 
２ 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をし
てはならない。 
（宗教教育） 
第15条宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊
重されなければならない。 
２ 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならな
い。 

次に、「この章以下に示すところ」とは、言うまでもなく学習指導要領を指している。学習指導要領は、学
校教育法第77条を受けた学校教育法施行規則第129条において「特別支援学校の教育課程については、この章
に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容の基準又は教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示す
る特別支援学校幼稚部教育要領、 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指
導要領によるものとする。」と示しているように、法令上の根拠に基づいて定められているものである。した
がって、学習指導要領は、国が定めた教育課程の基準であり、各学校における教育課程の編成及び実施に当た
って基準として従わなければならないものである。 

教育課程は、児童生徒の障害の状態及び発達の段階や特性等並びに地域や学校の実態を考慮し、教師の創意
工夫を加えて学校が編成するものである。教育課程の基準もその点に配慮して定められているので、教育課程
の編成に当たっては、法令や学習指導要領の内容について十分理解するとともに創意工夫を加え、学校の特色
を生かした教育課程を編成することが大切である 
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２ 児童生徒の人間として調和のとれた育成を目指し、その障害の状態及び第１章教育課程の編成及び実施発
達の段階や特性等並びに地域や学校の実態を十分考慮すること 

小学部・中学部学習指導要領第１章総則第２節第１の１においては「各学校においては、･･････児童又は生
徒の人間として調和のとれた育成を目指し、その障害の状態及び発達の段階や特性等並びに地域や学校の実態
を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとし、これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものと
する。」と示している。 

「児童又は生徒の人間として調和のとれた育成を目指」すということは、まさに学校教育の目的そのもので
あって、教育課程の編成もそれを目指して行わなければならない。特に今回の改訂においては、教育基本法に
義務教育の目的（第５条第２項）、学校教育法に義務教育の目標（第21条）がそれぞれ規定されたことを踏ま
え、義務教育９年間を見通して、発達の段階に応じた小学部における教育と中学部における教育の連続性の確
保を重視していることに留意する必要がある。 

次に、地域や学校の実態を考慮するということは、各学校において教育課程を編成する場合には、地域や学
校の実態を的確に把握し、児童生徒の人間として調和のとれた発達を図るという観点から、それを学校の教育
目標の設定、指導内容の組織あるいは授業時数の配当などに十分反映させる必要があるということである。 
① 児童生徒の障害の状態及び発達の段階や特性等 

小学部・中学部学習指導要領第１章第２節第１の１の規定は、各学校において教育課程を編成する場合には、
児童生徒の調和のとれた発達を図るという観点から、児童生徒の障害の状態及び発達の段階や特性等を十分把
握して、これを教育課程の編成に反映させることが必要であるということを強調したものである。 
一般に、特別支援学校に在籍する児童生徒の障害の状態は多様であり、個人差が大きい。また、個々の児童

生徒についてみると、心身の発達の諸側面に不均衡がみられることも少なくない。各学校においては、このよ
うな児童生徒の障害の状態や発達の段階を的確に把握し、これに応じた適切な教育を展開することができるよ
う十分配慮することが必要である。 

また、特別支援学校において個々の児童生徒の実態を考える場合、障害の状態とそれに起因する発達の遅れ
のみに目が向きがちであるが、それ以外にも能力・適性、興味・関心や性格、さらには進路などの違いにも注
目していくことが大切である。小学部及び中学部の段階は、６歳から15歳という心身の成長の著しい時期であ
る。小学部の児童はそれぞれ能力・適性、興味・関心、性格等が異なっている。そのため、児童の発達の過程
などを的確にとらえるとともに、その学校あるいは学年などの児童の特性や課題について十分配慮して、適切
な教育課程を編成することが必要である。また、中学部の生徒は小学部段階と比べ心身の発達上の変化が著し
く、生徒の能力・適性、興味・関心等の多様化が一層進展するとともに、内面的な成熟へと進み、性的にも成
熟し、知的な面では抽象的、論理的思考が発達するとともに社会性なども発達してくる。したがって、学年に
よる生徒の発達の段階の差異にも留意しなければならない。 
各学校においては、児童生徒の発達の過程などを的確に把握し、個々の児童生徒の障害の状態や特性及び課

題についても十分配慮して、適切な教育課程を編成することが必要である。 
② 地域の実態 

今回の教育基本法改正により、同法に「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれ
の役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。」との規定（第13条）が置かれ
た。また、学校教育法には、「小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深
めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の
状況に関する情報を積極的に提供するものとする。」（第43条）と定められた（同法第82条の規定により特別
支援学校に準用）。これらの規定が示すとおり、学校は地域社会を離れては存在し得ないものであり、児童生
徒は家庭や地域社会で様々な経験を重ねて成長している。 

地域には、都市、農村、山村、漁村など生活条件や環境の違いがあり、産業、経済、文化等にそれぞれ特色
をもっている。このような学校を取り巻く地域社会の実情を十分考慮して教育課程を編成することが大切であ
る。とりわけ、学校の教育目標や指導内容の選択に当たっては、地域の実態を考慮することが大切である。そ
のためには、地域社会の現状はもちろんのこと、歴史的な経緯や将来への展望など、広く社会の変化に注目し
ながら地域社会の実態を十分分析し検討して的確に把握することが必要である。また、地域の教育資源や学習
環境（近隣の学校、社会教育施設、児童生徒の学習に協力することのできる人材等）の実態を考慮し、教育活
動を計画することが必要である。 

なお、学校における教育活動が学校の教育目標に沿って一層効果的に展開されるためには、家庭や地域社会
と学校との連携を密にすることが必要である。すなわち、学校の教育方針や特色ある教育活動の取組、児童生
徒の状況などを家庭や地域社会に説明し、理解を求め協力を得ること、学校が家庭や地域社会からの要望に応
えることが大切であり、このような観点から、その積極的な連携を図り、相互の意思の疎通を図って、それを
教育課程の編成、実施に生かしていくことが大切である。 
③ 学校の実態 

学校規模、教職員の状況、施設設備の状況、児童生徒の実態などの人的、物的条件の実態は学校によって異
なっている。 



 

教育課程の編成に際しては、このような
施するためには、これらの条件を十分考慮
握しなければならないが、特に、児童生徒
域住民による協力体制の整備状況などについて

以上、教育課程編成の原則を述べてきたが
て統一のある特色をもった教育課程を

 

(４) 特別支援学校の教育課程の概要

特別支援学校の教育課程は、特別支援学校学習指導要領

特別活動、自立活動、外国語活動及

このうち、各教科、道徳、特別活動

高等学校に準じているが、特別支援学校独自

られている。 

(山口県教育委員会「特別支援学校新着任者用研修

 

(５) 重複障害児等の教育課程 

視覚障害の他に障害を併せ有する

力的な編成ができるよう、特別支援学校学習指導要領

３０条及び第１３１条では、各教科

になっている。 

重複障害児等への障害の状況に応

うに示している。 
第５ 重複障害者等に関する教育課程
１ 児童又は生徒の障害の状態により
(1) 各教科及び外国語活動の目標及び
(2) 各教科の各学年の目標及び内容の

よって、替えることができること。
(3) 中学部の各教科の目標及び内容に

目標及び内容に関する事項の全部又
(4) 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又

の外国語科については、外国語活動
(5) 幼稚部教育要領に示す各領域のねらい
２ 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又

に就学する児童又は生徒のうち、知的障害
関する事項の一部を、当該各教科に
ある児童又は生徒に対する教育を行
えることができるものとする。なお

外国語活動 

4 

このような学校のもつ条件が密接に関連してくるので
十分考慮することが大切である。そのためには、これらの
児童生徒の特性や教職員の構成、教師の指導力、教材
などについて分析し、教育課程の編成に生かすことが
べてきたが、校長を中心として全教職員が共通理解

を編成することが望まれる。 

概要 

特別支援学校学習指導要領に基づき、各教科、

外国語活動及び総合的な学習の時間によって編成されている

特別活動、外国語活動及び総合的な学習の時間は

特別支援学校独自の教育課程編成の領域として、「

特別支援学校新着任者用研修テキスト」平成２０年３

する重複障害児に係る教育課程は、重複障害児の

特別支援学校学習指導要領に示されている。また、学校教育法施行規則第

各教科・領域を合わせた指導での授業での教育課程編成

応じた教育課程の編成について、特別支援学校学習指導要領

教育課程の取扱い 
により特に必要がある場合には、次に示すところによるものとする

び内容に関する事項の一部を取り扱わないことができること
の全部又は一部を、当該学年の前各学年の目標及
。 
に関する事項の全部又は一部を、当該各教科に相当

全部又は一部によって、替えることができること。 
肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行

外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること
のねらい及び内容の一部を取り入れることができること

肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育
知的障害を併せ有する者については、各教科又は
に相当する第２章第１節第２款若しくは第２節第
行う特別支援学校の各教科又は各教科の目標及び

なお、この場合、小学部の児童については、外国語活動及

してくるので、効率的な教育活動を実
これらの条件を客観的に把
教材・教具の整備状況、地

かすことが必要である。 
共通理解を図りながら、学校とし

、道徳（小・中学部）、

されている。 

は、小学校、中学校又は

「自立活動」が位置付け

 
３月より引用) 

の障害の実態に応じ、弾

学校教育法施行規則第１

教育課程編成などもできること

特別支援学校学習指導要領は次のよ

すところによるものとする。 
わないことができること。 

目標及び内容の全部又は一部に

相当する小学部の各教科の
 
行う特別支援学校の中学部

れることができること。 
れることができること。 

教育を行う特別支援学校
は各教科の目標及び内容に

節第２款に示す知的障害者で
び内容の一部によって、替

外国語活動及び総合的な学習の



 

時間を設けないことができるものとす
るものとする。 

３ 重複障害者のうち、障害の状態により
活動の目標及び内容に関する事項の
立活動を主として指導を行うことができるものとする

４ 障害のため通学して教育を受けることが
ついては、上記１から３に示すところによることができるものとする

５ 重複障害者、療養中の児童若しくは
生徒に対して教員を派遣して教育を
切に定めるものとする。 

 

２ 個別の教育支援計画及び個別の

文部科学省通知「特別支援教育の

行に当たり、文部科学省初等中等教育局長

教育についての基本的な考え方、留意事項等

整備及び必要な取組みとして、実態把握

5 

けないことができるものとする。また、中学部の生徒については、外国語科

により特に必要がある場合には、各教科、道徳、外国語活動若
の一部又は各教科、外国語活動若しくは総合的な

うことができるものとする。 
けることが困難な児童又は生徒に対して、教員を派遣
すところによることができるものとする。 
しくは生徒又は障害のため通学して教育を受けることが

を行う場合について、特に必要があるときは、実情

の指導計画の作成 

の推進について」（平成１９年４月１日）では

文部科学省初等中等教育局長から「特別支援教育の推進について」

留意事項等が示された。この中で、特別支援教育

実態把握、個別の教育支援計画、個別の指導計画

外国語科を設けないことができ

外国語活動若しくは特別
な学習の時間に替えて、自

派遣して教育を行う場合に

けることが困難な児童若しくは
実情に応じた授業時数を適

 

 

では、改正学校教育法の施

」が通知され、特別支援

特別支援教育を行うための体制の

指導計画について、次のように
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示されている。 

３ 特別支援教育を行うための体制の整備及び必要な取組 
（２）実態把握 
各学校においては、在籍する幼児児童生徒の実態の把握に努め、特別な支援を必要とする幼児児童生徒の存

在や状態を確かめること。 
さらに、特別な支援が必要と考えられる幼児児童生徒については、特別支援教育コーディネーター等と検討

を行った上で、保護者の理解を得ることができるよう慎重に説明を行い、学校や家庭で必要な支援や配慮につ
いて、保護者と連携して検討を進めること。その際、実態によっては、医療的な対応が有効な場合もあるので、
保護者と十分に話し合うこと。 

特に幼稚園、小学校においては、発達障害等の障害は早期発見・早期支援が重要であることに留意し、実態
把握や必要な支援を着実に行うこと。 
（４）関係機関との連携を図った「個別の教育支援計画」の策定と活用 
特別支援学校においては、長期的な視点に立ち、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した教育的支援を行うた

め、医療、福祉、労働等の様々な側面からの取組を含めた「個別の教育支援計画」を活用した効果的な支援を
進めること。 
また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の教育支援計画」を策定するなど、関係機関と連携

を図った効果的な支援を進めること。 
（５）「個別の指導計画」の作成 

特別支援学校においては、幼児児童生徒の障害の重度・重複化、多様化等に対応した教育を一層進めるため、
「個別の指導計画」を活用した一層の指導の充実を進めること。 
また、小・中学校等においても、必要に応じて、「個別の指導計画」を作成するなど、一人一人に応じた教

育を進めること。 

 

また、個別の教育支援計画及び個別の指導計画については、特別支援学校学習指導要領で作成するこ

とが義務付けられている。このことについて、特別支援学校学習指導要領総則では、次のように示され

ている。 

 

(１) 個別の教育支援計画作成の規定 
総則 家庭及び地域や医療、福祉、保健、労働等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で幼
児児童生徒への教育的支援を行うために、個別の教育支援計画を作成すること。 

 

(２) 個別の指導計画作成の規定 
総則 各教科等の指導に当たっては、個々の児童又は生徒の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成す
ること。また、個別の指導計画に基づいて行われた学習の状況や結果を適切に評価し、指導の改善に努める
こと。 
自立活動 
１ 自立活動の指導に当たっては、個々の児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等の的確な把握に基づき、
指導の目標及び指導内容を明確にし、個別の指導計画を作成するものとする。その際、第２に示す内容の
中からそれぞれに必要とする項目を選定し、それらを相互に関連付け、具体的に指導内容を設定するもの
とする。 

２ 個別の指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 
(1) 個々の児童又は生徒について、障害の状態、発達や経験の程度、興味・関心、生活や学習環境などの実

態を的確に把握すること。 
(2) 実態把握に基づき、長期的及び短期的な観点から指導の目標を設定し、それらを達成するために必要な

指導内容を段階的に取り上げること。 
(3) 具体的に指導内容を設定する際には、以下の点を考慮すること。 

ア 児童又は生徒が興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わうとともに自己を肯定的にとらえるこ
とができるような指導内容を取り上げること。 

イ 児童又は生徒が、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服しようとする意欲を高めることが
できるような指導内容を重点的に取り上げること。 

ウ 個々の児童又は生徒の発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによって、遅れている側面を補うこと
ができるような指導内容も取り上げること。 

エ 個々の児童又は生徒が、活動しやすいように自ら環境を整えたり、必要に応じて周囲の人に支援を求
めたりすることができるような指導内容も計画的に取り上げること。 

(4) 児童又は生徒の学習の状況や結果を適切に評価し、個別の指導計画や具体的な指導の改善に生かすよう
努めること。 
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Ⅱ 視覚障害特別支援学校の教育課程の編成 

１ 視覚に障害のある幼児児童生徒の配慮事項 

視覚に障害のある幼児児童生徒が学ぶ特別支援学校(以後、「盲学校」とする。)では、視覚に障害

のある幼児児童生徒(以後、「視覚障害児」とする。)個々の障害の状況等を踏まえて、教育課程を編成

するとともに、具体的な指導計画を作成・実施する際は、特に、視覚障害があるゆえの経験の種類や幅

や深さが狭くなることから、次の４点に特に留意した指導を行うよう配慮することが求められる。 

①幼児児童生徒の実態やニーズを的確に把握するとともに、保有する感覚を最大限に活用し、
予測と確かめの力を育成すること。 

②視覚障害の状態等によって学習の困難を伴う内容については、基本事項の理解や導入段階の
指導に重点を置くなど、指導内容の精選と配列を工夫すること。 

③学習の基礎となる能力を自立活動の指導において重点的に指導するとともに、各教科等と自
立活動との関連性を個別の指導計画等で具体的に示すこと。 

④各教科等の指導に当たっては、視覚を含め、他の感覚も有効に活用し、体験的な活動を重視
するとともに、幼児児童生徒の自主的、自発的に学習が促されるよう工夫すること。 

視覚障害児の幼稚部、小学部・中学部、高等部の各段階における指導計画の作成においては、次の事

項に配慮するよう、特別支援学校学習指導要領解説で示されている。 

 

２ 幼稚部における配慮事項 

視覚障害者である幼児に対する教育を行う特別支援学校においては、早期からの教育相談と
の関連を図り、幼児が聴覚、触覚及び保有する視覚などを十分に活用して周囲の状況を把握し、
活発な活動が展開できるようにすること。また、身の回りの具体的な事物・事象や動作と言葉
とを結び付けて基礎的な概念の形成を図るようにすること。 
視覚障害がある幼児の場合、盲幼児と弱視幼児とでは、外界の認知において大きな違いがみられる。 

盲幼児には、視覚を全く活用することができない者から、明暗が分かったり、おぼろげながら物の輪
郭が分かったりする者までが含まれるが、視覚を中心とした外界の認知は、困難又は不可能である。
一方、弱視幼児は、十分とはいえないが視覚を活用して外界を認知することができる。 
したがって、幼稚部においては、視覚に障害のある幼児が自分で判断したり、確かめたりすること

ができる遊具や用具、素材を創意工夫し、興味や関心をもって主体的に働き掛けていくことができる
環境を用意することが大切となる。こうすることによって幼児は、聴覚、触覚及び保有する視覚など
を十分に活用して周囲の状況を把握し、活発な活動を展開することができるようになるのである。 
また、視覚に障害のある幼児は、視覚を通して得られる情報が不足したり、 
行動が制限されたりするために、限られた経験の範囲内で概念の形成を図る傾向がみられる。特に、

実体を理解せずに、あるいは具体的な経験を伴わないままに、言葉による説明だけで事物・事象や動
作についての概念を形作ってしまうことがしばしばみられる。このような傾向に対しては、幼稚部の
段階から、身の回りの具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて、基礎的な概念の形成を図る
ことが大切である。 

さらに、幼稚部の教育においては、教育相談との関連を図りながら指導することが重要であること
から、今回の改訂において、「早期からの教育相談との関連を図り」を留意事項として新たに加えた。 
幼稚部において、視覚に障害のある幼児に適した環境の設定や指導方法を工夫し、指導の効果を高め
るためには、特に次の事項に留意する必要がある。 
① 安全な場で自分から積極的に体を動かし、いろいろな運動の楽しさを知り、活発に活動できるよう
にすること。 

② 手を使っていろいろな物を観察したり、作ったりできるようにすること。 
③ 日常生活や遊びの中で、いろいろな事物の状況を知り、興味や関心をもって意欲的に取り組むこと
ができるようにすること。 

④ 教師や友達とのかかわり方を知り、状況に応じて人々に働き掛けることができるようにすること。 
⑤ 教師や友達と言葉を交わしたり、いろいろな事柄や変化の過程を理解し、それらに対応する言葉を
用いることができるようにすること。 

⑥ 具体物や図形の特徴を確かめながら、全体をイメージしたり、逆に全体のイメージを基に、部分の
状態を確かめたりする観察の方法を身に付けるようにすること。 

⑦ 建物などの形やつくりを理解したり、身近な場所における位置関係を把握したりして、目的の場所
まで一人で安全に歩いて行くことができるようにすること。 

⑧ 視覚が活用できる幼児に対しては、保有する視覚を活用して、ものの形態や細部の様子、あるいは
その違いを見る楽しさなどを味わい、積極的に見ようとする態度を育てること。また、生活の中で、
手先の操作を伴う遊具や用具の使用などを通して目と手の協応動作を高めるとともに、豊かな視覚
的経験を積むようにすること。 
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３ 小学部、中学部における配慮事項 

○的確な概念の形成と言葉の活用 

(1) 児童生徒が聴覚、触覚及び保有する視覚などを十分に活用して、具体的な事物・事象や動作と
言葉とを結び付けて、的確な概念の形成を図り、言葉を正しく理解し活用できるようにすること。 
視覚障害のある児童生徒は、視覚による情報収集が困難なために、限られた情報や経験の範囲内で

概念を形成する場合がある。特に実体や具体的経験を伴わない、言葉による説明だけで事物・事象や
動作を理解してしまう傾向がみられる。これは、いわゆるバーバリズム（唯言語主義）と言われるも
のであるが、このような傾向を避けるためには、児童生徒の実態に応じて、事物・事象や動作と言葉
とを対応させた指導を心掛けることが大切である。その場合、見学や調査などの体験的な学習によっ
て経験の拡充を図ったり、観察や実験、操作活動などによって直接体験させ、具体的なイメージを形
づくったりすることができるような配慮が必要である。特に、児童生徒が保有する感覚を活用して事
物などをとらえることができるよう十分配慮するとともに、それと言葉を結び付けていくことが重要
であることから、今回の改訂においては、「児童が聴覚、触覚及び保有する視覚などを十分に活用し
て」を新たに加えて示した。 

 

○点字等の読み書き指導 
(2) 児童生徒の視覚障害の状態等に応じて、点字又は普通の文字の読み書きを系統的に指導し、習
熟させること。なお、点字を常用して学習する児童生徒に対しても、漢字・漢語の理解を促すため、
児童の発達の段階等に応じて適切な指導が行われるようにすること。 
視覚障害のある児童生徒が読み書きの手段として、点字と普通の文字のどちらを常用するかという

ことは大切な問題である。原則的には、視覚障害についての医学的、教育的な観点から総合的に判断
することになるが、視力や視野の程度、眼疾患の進行状態、学習の効率性、本人の希望や意欲などが
重要な判断基準となる。 

点字を常用して学習する児童生徒に対しては、点字の表記法を踏まえた系統的な指導が必要である。
また、点字の読み書きを速くする指導も大切であり、特に読みについては、内容を読み取りながら、
その先を予測して読み進む方法を併せて指導すると効果的である。 
普通の文字の指導については、漢字の読み書きが中心となる。指導に当たっては、漢字を部首に分

解し、部首に当たる基本漢字を徹底して指導する方法や漢字の読み書きの誤りの傾向を類型的に整理
して指導に生かす方法などがある。また、文章の種類や内容に応じて読み分けることができる方法を
身に付けたり、視覚補助具を活用して速く読み書きできるようにしたりすることが大切である。 
点字を常用して学習する児童生徒に対する漢字・漢語の指導は、漢字の字義と結び付いた言葉が多

い日本語の文章を正しく理解し、表現するために重要であり、児童生徒の発達の段階や興味・関心、
意欲等を考慮して適切に指導していくことが大切である。特に、コンピュータ等の情報手段を活用す
る場合には、ディスプレイ画面上の文章を音声化して理解するために漢字・漢語の理解が必要である
ので、この点も踏まえた指導が必要である。また、児童生徒の学習状況等によっては六点漢字、八点
漢字など点字の漢字について指導することも考えられる。 
 

○指導内容の精選等 
(3) 児童生徒の視覚障害の状態等に応じて、指導内容を適切に精選し、基礎的・基本的な事項に重
点を置くなどして指導すること。 
視覚に障害がある児童生徒は、動いているものや遠くにあるものを理解することなど、視覚や触覚

によって直接経験することが困難なものがある。このような内容については、児童生徒の視覚障害の
状態等を的確に把握し、一人一人の児童生徒に即した指導内容を精選するとともに、基礎的・基本的
事項の理解や導入段階の指導に重点を置いて、内容の本質や法則性を具体的に把握できるようにする
ことが大切である。例えば、「体育」、「保健体育」で視覚に障害のある児童生徒に各種のボールゲ
ーム等を指導する場合は、視覚的模倣や空間的な把握が困難なことから、ルールの説明や基本動作の
習得に重点を置いた指導を十分に行う必要がある。視覚障害のある児童生徒は、初めての内容を理解
することには時間を要しても、一度理解してしまうと、それをもとに予測し、演繹的に推論すること
によって、その後の発展、応用の学習は、容易にできる場合が多いので、このような基礎的・基本的
理解を促す指導が重要である。また、指導の順序等を考慮したり、観察・実験等の内容や方法を工夫
したりして、効果的な学習ができるようにすることも大切である。 
 

○コンピュータ等の活用 
(4) 触覚教材、拡大教材、音声教材等の活用を図るとともに、児童生徒が視覚補助具やコンピュー
タ等の情報機器などの活用を通して、容易に情報の収集や処理ができるようにするなど、児童生徒
の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。 

盲児童生徒に対する指導において留意すべき点を例示すると、次のとおりである。 
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① 視覚による情報を聴覚や触覚などでとらえることができるようにすること。 
② 聴覚の活用や視覚による観察の方法を身に付けることができるようにすること。 
③ 視覚的イメージを、どの程度もっているかを把握すること。 

したがって、盲児童生徒に対する指導を行うに当たっては、凸図や模型などの触覚教材や音声教材
を活用して視覚的な情報を触覚や聴覚で把握できるようにしたり、モデル実験を行ったりするなど、
指導内容や指導方法を工夫することが大切である。触覚や聴覚は、視覚に比べると詳細な情報を得る
ことが困難な場合が多いので、情報収集のポイントを明確にし、部分的、継続的な情報を総合して、
まず全体像を大まかに把握し、続いて全体像との関連のもとに内容を詳しく理解するというような方
法を身に付ける必要がある。 

弱視児童生徒に対する指導は、視覚の活用が中心となるが、他の感覚器官の活用も併せて考える必
要がある。弱視児童生徒の見え方は様々であり、視力のほかに、視野の広さ、色覚障害の有無、眼振
やまぶしさの有無などの影響を受ける。そのため、指導の効果を高めるためには、一人一人に適した
大きさの文字や図の拡大教材や各種の弱視レンズ、拡大読書器などの視覚補助具を活用したり、机や
書見台、照明器具等を工夫して見やすい環境を整えたりすることが大切である。 
また、近年は、コンピュータや障害の状態に応じた周辺機器を用いて、点字と普通の文字とを相互

に変換したり、ディスプレイ画面上の文字を拡大したり、文章を音声化したりすることによって、視
覚的な情報を容易に収集・発信できるようになってきた。したがって、視覚に障害のある児童生徒が
コンピュータ等の情報機器や障害の状態に応じた周辺機器を活用できるようにしたり、情報通信ネッ
トワークなどを活用したりすることによって、視覚的な情報の入手が困難であるという視覚障害に伴
う困難を補って、問題解決的な学習等に主体的に取り組むことができるようにすることが大切である。 
 

○見通しをもった学習活動の展開 
(5) 児童生徒が空間や時間の概念を活用して場の状況や活動の過程等を的確に把握できるよう配慮
し、見通しをもって意欲的な学習活動を展開できるようにすること。 

視覚に障害のある児童生徒は、環境を把握したり、状況を判断したりすることに困難があるため、
空間や時間の概念の形成が十分でない場合がある。しかし、児童生徒が見通しをもち、意欲的な学習
活動を展開するためには、このような空間や時間の概念を活用して、授業が行われている教室や体育
館、校庭等の場の状況や、取り組んでいる学習活動の過程等を的確に把握できるよう十分配慮するこ
とが大切である。そのためには、系統的な地図指導や図形指導などによって、空間や時間の概念の形
成を図ったり、実習や実技のなどの学習において、自分を基準とした位置関係で周囲の状況を把握し
たり、時間的な見通しをもって行動できるように指導する必要がある。 

 

４ 高等部における配慮事項 

○点字又は普通の文字に関する配慮 
(1) 生徒の視覚障害の状態等に応じて、点字又は普通の文字による的確な理解と適切な表現の能力
を一層養うこと。なお、点字を常用して学習する生徒に対しても、漢字・漢語の意味や構成等につ
いての理解を一層促すため、適切な指導が行われるようにすること。 

小学敵 中学部と視覚障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校で教育を受けてきた
生徒の場合は、中学部の段階で既に点字又は普通の文字の読み書きの基礎は、おおむね身に付けてい
るということができるo Lたがって、高等部の段階では、こうした基礎の上に立って、さらに日本語を
的確に理解したり、適切に表現したりする力を育成していくことが重要である｡ 
また、中途で視覚障害になった生徒については、現在の視力や視野等の状態、眼疾患の進行状態、

学習の効率性、本人の希望や意欲等を考慮して、常用する文字を点字にするか、普通の文字にするか
を決定しなければならない｡なお、ここで、常用する文字とは、学習や読書等に際して通常用いる文字
を指している｡ 
点字を常用して学習する生徒に対する漢字･漢語の意味や構成等の指導は、小学部及び中学部におけ

る学習の基礎の上に立って、さらに日本語を正しく理解できるようにするために大切である｡また、コ
ンピュータ等の情報機器を活用する場合にも、ディスプレイ画面上の文章を音声化して理解するため
に漢字･漢語の理解が必要であるので、この点をも踏まえた指導が必要である｡そして、生徒の学習状
況等によっては六点漢字、八点漢字など点字による漢字表記について指導することも考えられる｡ 
 

○視覚的なイメージを伴う事柄の指導 
(2) 視覚的なイメージを伴わないと理解が困難な事柄については、言葉の意味や用法の指導等を行
い、理解を促すようにすること。 

視覚に障害のある生徒の中には、幼いころに視力を失ったために視覚的なイメージをもっていない
生徒もいる｡しかし、日常生活における会話や文学作品などを通して、 ｢ぎらぎらと輝く太陽｣などと
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いうように、視覚的なイメージを伴い、視覚以外の感覚では、その実態をとらえることが難しい表現
に出会うことが度々ある｡したがって、視覚に障害のある生徒に対して、視覚的なイメージを伴う事柄
やそれを表現した言葉についても、視覚以外の感覚を活用したり、体験等を通したりして、その実態
をできるだけ把握できるように工夫した指導をすることが大切である｡また、これまでの経験や知識と
関連付けて状況を丁寧に説明したり、視覚的なイメージを伴う言葉を文の中で特に取り出して、用法
の指導を行ったりすることによって、視覚的なイメージを伴う事柄についての理解を促すようにする
ことが必要であるo さらに、このような事柄について、自分から調べたり、使ってみたりするなど積
極的な態度を養うことも大切である｡ 

 

○指導内容の精選等 
(3) 生徒の視覚障害の状態等に応じて、指導内容を適切に精選し、基礎的・基本的な事項に重点を
置くなどして指導すること。 

天体の観察などのように、視覚による観察や確かめ、あるいは実験等を基礎として学習活動を展開
する内容は少なくない｡このような内容の指導に当たっては、生徒の視覚障害の状態等を的確に把握
し、一人一人の生徒に即した指導内容を精選するとともに、模型を用いた観察やモデル実験等により、
基礎的･基本的な事柄に重点を置いて具体的に指導し、本質的な内容や法則性の理解を促すようにする
ことが重要である｡また、このような理解を基に、演樺的に推論することなどによって学習内容を深め、
発展させることができるようにすることが大切である｡さらに、指導の順序等を考慮したり、観察･実
験等の内容や方法を工夫したりして、効果的な学習ができるようにすることや、観察等を行う観点や
方法を生徒自身が身に付けて、他の学習場面に生かせるようにすることも大切である｡ 
 

○コンピュータ等の活用 
(4) 触覚教材、拡大教材、音声教材等の活用を図るとともに、生徒が視覚補助具やコンピュータ等
の情報機器などの活用を通して、容易に情報の収集や処理ができるようにするなど、生徒の視覚障
害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。 

外界から情報を入手する場合に、最も中心的な役割を果たすのは、視覚である｡このため、視覚に障
害があると、情報の入手が制約され、情報量が不足するという状況にもなりかねない｡したがって、視
覚に障害のある生徒の指導に当たっては、触覚教材や拡大教材、音声教材等の教材･教具を活用したり、
指導方法を工夫したりすることによって、必要な情報量を入手できるよう配慮することが大切である｡ 
弱視生徒に対する指導は、視覚の活用が中心となるが、弱視生徒の見え方は様々であり、視力のほ

かに、視野の広さ、色覚障害の有魚眼振やまぶしさの有無などの影響を受ける｡そのため、指導の効果
を高めるためには、一人一人に適した大きさの文字や図の拡大教材や各種の弱視レンズ、拡大読書器
などの視覚補助具等を活用して見やすい環境を整えることが大切である｡ 
特に、近年は、コンピュータ等の情報機器や障害の状態に応じた周辺機器、情報通信ネットワーク

等を活用することによって、視覚障害者が視覚的な情報を容易に収集･発信できるようになってきたの
で、視覚に障害のある生徒がコンピュータ等の情報機器などを十分に活用して、効果的な学習ができ
るようにする必要がある｡ 

また、視覚以外の聴覚や触覚を効果的に活用できるようにすることも重要である｡聴覚や触覚は、視
覚に比べると厳密な情報が得にくいので、大まかな観察やデータで法則性を予測、推論した後で、詳
しい資料を基に確かめてみるというような学習方法を身に付けることも大切である｡ 
 

○見通しをもった学習活動の展開 
(5) 生徒が空間や時間の概念を活用して場の状況や活動の過程等を的確に把握できるよう配慮し、
見通しをもって積極的な学習活動を展開できるようにすること。 

生徒が授業に積極的に参加するためには、授業が行われている教室や体育館、あるいは校庭等の場
の状況と自分との位置関係を十分に把握できていることが必要である｡また、1単位時間の学習活動の
過程において、今、取り組んでいる活動が授業全体のどのあたりに位置付いているかを生徒が理解で
きるようにすることも重要である｡しかし、視覚に障害のある生徒の場合は、このような状況の全体像
を把握することが難しい｡特に、実習を伴う学習や体育の実技などにおいて、その傾向が顕著であるo 
このため、各教科･科目の指導においては、例えば、どのように人がいてどう動いているのか、また、
その中で自分の動きや位置はどうなのか、それが時間の経過とともにどう変化するのかなど、視覚障
害の状態に応じて空間的な位置関係や役割分担、さらには、学習展開の見通しや時間的な経過などが
明確に理解できるよう配慮したり、学習活動の特質に合わせて、地図や各種資料の効果的な活用が行
われるように指導方法等を工夫したりすることによって、生徒が積極的、主体的に学習に取り組める
ようにすることが大切である｡ 

 



11 

 

Ⅲ 視覚障害児の指導法 
 本稿は、盲学校においてこれまで継承・維持されてきた自立活動の変遷とともに、視覚障害児への独

特な指導方法・内容としての点字触読指導及び歩行指導などを中心にして述べていきたい。 

 

１ 道内盲学校の指導法の継承・維持について 

 鈴木は、平成１６年、文部科学省初等中等教育局特別支援教育課編 「特別支援教育 №１５」巻頭言に、

道内盲学校の校長を経験したものとして、これまで各盲学校で継承・維持されてきたと思われた専門性が霧散して

いた現状を憂慮し、「専門性は育て磨き上げる」と題した次の小論を寄せた。 
巻頭言 「専門性を育て磨き上げる」                北海道立特殊教育センター所長 鈴 木 重 男 
○専門性は消えるもの 

私が奉職した３５年前当時は、北海道内の各盲学校ではそれぞれの学校が独自に工夫した指導内容・方法が受け継が
れており、どの学校でも視覚障害教育の専門性に基づいた指導がなされていました。その高い専門性を誇っていた北海道内
の盲学校に、後日、校長として勤めたとき、盲学校の伝統的な専門性が消えてしまった衝撃的な体験をしました。 

A盲学校に赴任した最初の冬のことです。子どもたちの玄関前は初雪が積もり、真っ白でした。ちょうど、そこに白杖を携えた
盲児がやってきました。その子の歩行指導の時間でした。私は、校長室で執務してから、また玄関に行ってみました。すると、さ
っきの白杖を携えた盲児が、まだ玄関前の雪の中にいて、学校前の道路に出て行くことができません。私は、「どうして、さっきか
ら同じ所をうろうろしているのですか」と先生に聞いてみましたところ、「雪で点字ブロックが隠れてしまい。子どもがそれを探せず、
立ち往生しているのです」と話してくれました。このことにより、点字ブロックを頼りにする歩行指導をするあまり、歩行指導の基
本である玄関前の環境構成や玄関と道路との位置関係などをきめ細かく指導していなかった実態が明らかになりました。 

また、次に赴任したB盲学校では、重複障害学級の授業で点字を使う盲児が少ないので「どうして子どもたちに点字を指
導しないのですか」と先生方に聞いてみました。すると「この子たちは、重複障害児でまだ点字を学ぶまでの発達段階には至っ
ておりませんので、知的障害養護学校の教育課程に基づいた指導をしています」となんの疑いもなく話し、その後も点字を指
導するそぶりがありません。私は、７月に入ってから、幼稚部と小学部重複障害学級の点字を使用すべき子どもたち一人一
人に対して、一人に２時間程度をかけて、子どもたちの手を取って、ボディイメージや数概念、触覚による図形概念の形成状
況などを調べてみました。すると点字をすぐにでも指導できる子、着席しての対面指導が可能になれば点字指導ができる子、
手指の動きを統制できれば点字指導が可能な子などと判断できる子どもたちが多くいました。当然、この結果を担任に説明
し、保護者にも伝えて、二学期からは、教育課程を点字指導と点字の触読を可能にする教科指導を行うよう抜本的に変更
しました。 
 
○「管理職の目」が専門性を育てる 

教育公務員特例法第二一条第一項には、「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなけ
ればならない。」と示されています。特別支援教育における教育公務員の職責は、特別な教育的ニーズをもつ幼児児童生徒
一人一人の能力特性などに応じた最良の将来の生活を展望できるように切り拓くことです。そのために、絶えず研究し、修養
に努めなければなりません。また、多くの保護者の皆様は、我が子の担任に専門性の高い教員を当ててほしいと願っています。 

現実はどうでしょうか。４月、始業式当日の保護者の最大の関心事は、我が子の担任は誰かということです。保護者は、そ
の様を「当たって幸せ。外れてがっかり」と表現しているようです。 

この担任を分掌させた責任は、校長にあります。したがって、校長をはじめ管理職は、教師の日常の授業を、直接、「管理
職の目」で、徹底して指導・助言を行うべきです。その中で障害種別に応じた専門性を育てていくことができるものと考えます。 

しかし、すべての管理職が、障害種別に応じた独特な指導実践によって身に付いた「実践知」ともいうべき専門性をもってい
るわけではありませんので、障害種別の専門性に係る知識を専門誌等で研究・習得し、「技術知」の視点から積極的に指
導・助言することが管理職には求められます。 

教師の専門性は、「管理職の目」により、日常の授業を通して育ち深まっていきます。高き望みをもつ教師は、管理職によ
る日常の授業への指導・助言を待ち望んでいるものです。 
 
○「保護者の目」、「地域の目」が専門性を磨く 

本センターでは、研修講座や各学校での校内研修会などで所員が講義をした場合、受講者による顧客満足度評価（大
いに満足、満足、やや不満、不満の４段階）を実施し、その結果をホームページに公開しています。本センターの例では、この
受講者による満足度評価を行うようになってから、私を含めて、コンマ一点でも評価点を上げようと、必死に講義の内容や構
成、映像資料の効果的な使用法などを必死に工夫しています。 

このような「受講者の目」を意識することが、当センターの専門性を高めるものと考えています。また本評価表には、「専門的
な用語が多くて意味が分からなかった」などの受講した教師の感想・意見も時として書く教師もおります。教師としての職務で
給与を得る者として、誠に恥ずかしいことです。 

特別支援教育に携わる教師は、障害種別に応じた教員免許と、職務の遂行に係る最低限の専門的な技能・知識は必
ず身に付けるべきものです。 

各学校・教師個々の専門性を向上させるためには、学校評価の一環として、「歩行指導により、独りで通学できるようにな
りましたか」などと「保護者の目」を通した指導力評価が何よりも必要ですし、センター的機能として地域に発揮した専門性に
ついても「地域の目」を通した外部評価を行うべきです。 
保護者や地域からの専門性に対する高い評価は、学校として、教師として、深い専門性を磨き上げるための推進力になると
ともに、特別支援教育が、より一層、進展する基盤になります。                         



12 

 

２ 自立活動の概要 

 盲学校の専門性が最も求められる指導領域は、自立活動である。自立活動の目標は、特別支援学校学

習指導要領等で「個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に

改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。」

と定められている。このことは、視覚障害児が、将来、自己実現を果たすための最も基盤となる指導領

域であることを示している。 

本稿は、盲児に対する自立活動の内容・方法を主に述べる。 

  

（1）自立活動の学習指導要領上の変遷 

自立活動は、特別支援学校幼稚部教育要領及び小学部・中学部・高等部学習指導要領にのみに設定さ

れている特別支援教育においては、教育課程上、重要な位置を占める指導の領域である。 

平成１１年３月改訂の「盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領」により、それまでの「養護・訓

練」が「自立活動」と名称変更などされた。 

養護・訓練は、昭和４５年１０月の教育

課程審議会答申において、「心身に障害を

有する児童生徒の教育において、その障害

からくる種々の困難を克服して、児童生徒

の可能性を最大限に伸ばし、社会によりよ

く適応していくための資質を養うために

は、特別の訓練等の指導が極めて重要であ

る。これらの訓練等の指導は、ひとりひと

りの児童生徒の障害の種類・程度や発達の

状態等に応じて、学校の教育活動全体を通

して配慮する必要があるが、さらになお、

それぞれに必要とする内容を、個別的、計

画的かつ継続的に指導すべきものである

から、各教科、道徳および特別活動とは別

に、これを「養護・訓練」とし、時間を特

設して指導する必要がある。」と提言され、昭和４６年の学習指導要領の改訂で新たに設置された領域

である。 

養護・訓練が設置されるまでは、昭和39年3月に告示された「盲学校学習指導要領小学部編」において、

障害の改善・克服のための指導が一部位置付けられ、盲学校においては、歩行訓練を「体育」に、感覚

訓練を「理科」に、点字指導を「国語」等で指導されていた。 

その後、平成元年、平成１１年の学習指導要領の改訂に併せて、指導する分野等の名称の改善等が行

われた。これらの歴史的経緯等を整理したのが上表である。 

特別支援学校学習指導要領等では、「自立活動」

の目標は、「個々の幼児児童生徒が自立を目指し、

障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改

善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習

慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。」

と定められ、「健康の保持、心理的な安定、人間関

係の形成、環境の把握、身体の動き、コミュニケー

ション」の６分野で構成されることになった。 

「人間関係の形成」は、自閉症等の幼児児童生徒

の社会性や対人関係等への指導の重要性を踏まえて、

今回の指導要領の改訂で新たに設けられたものであ

る。 

 

 

 

養護・訓練、自立活動の変遷

健康の保持、心理的な安定、人
間関係の形成、環境の把握、身
体の動き、コミュニケーション

自立活動平成２０
年

健康の保持、心理的な安定、環
境の把握、身体の動き、コミュニ
ケーション

自立活動平成１１
年

身体の健康、心理的適応、環境
の認知、運動・動作、意志の伝達

養護・訓
練

平成元年

心身の適応、感覚機能の向上、
運動機能の向上、意志の伝達

養護・訓
練

昭和４６
年

分野等名称区分

コミュニ
ケーション

身体の動き

環境の把握

人間関係の
形成

心理的安定

健康の保持

自立活動

自立活動の
６内容
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特別支援学校学習指導要領に示された６分野２６内容は、次のとおりである。 

１ 健康の保持 

(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。 

(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。 

(3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること。 

(4) 健康状態の維持・改善に関すること。 

２ 心理的な安定 

(1) 情緒の安定に関すること。 

(2) 状況の理解と変化への対応に関すること。 

(3) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。 

３ 人間関係の形成 

(1) 他者とのかかわりの基礎に関すること。 

(2) 他者の意図や感情の理解に関すること。       

(3) 自己の理解と行動の調整に関すること。 

(4) 集団への参加の基礎に関すること。 

４ 環境の把握 

(1) 保有する感覚の活用に関すること。         

(2) 感覚や認知の特性への対応に関すること。 

(3) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。  

(4) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。           

(5) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。 

５ 身体の動き 

(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。 

(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。 

(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。     

(4) 身体の移動能力に関すること。 

(5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること。 

６ コミュニケーション 

(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。    

(2) 言語の受容と表出に関すること。 

(3) 言語の形成と活用に関すること。       

(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。 

(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。   

 

(２) 道内盲学校の自立活動の変遷等 

 かつて昭和３０年代後半までの道内盲学校は、主に視力を使っての学習が困難な程度の盲児童生徒を

対象にしていたことから、点字教科書を使用することを前提にした点字触読指導や手で物を観察する触

察指導、白杖を用いた歩行指導が国語や理科・社会や体育等の時間で指導されていた。 

その後、視力を用いて教科書等で学習する弱視児が増えたことなどから、弱視児へのレンズ等補助具

の活用指導が盲学校では重要な指導内容となってきた。特に、北海道旭川盲学校は、昭和３９年にドイ

ツ製の拡大装置エレファックスを導入して、全国に先駆けて拡大教材を用いた弱視児教育を実践した。

この後に、全国の盲学校にエレファックスが導入されるとともに、各種の弱視レンズが開発されるなど

して、盲学校での弱視教育が充実されていった。 

 道内盲学校で最後まで、小・中・高等部が併置されていたのは、札幌盲学校だけであった。次は、こ

の札幌盲学校の昭和４７年度の指導内容である。この時、既に視覚障害児個々の実態や教育的ニーズを

踏まえた個別的な対応（北海道高等盲学校「研究紀要～視覚障害後期中等教育における養護・訓練の実

践報告（昭和47年～昭和59年）～」昭和59年より引用）がなされていた。 

 筆者は、昭和４５年度、同校に奉職し、昭和４６年度から実施される養護・訓練を推進・担当する分

掌を任され、昭和４７年度から、校長裁量により位置付けられた「感覚訓練士」として中学部に所属し

つつ体育科と養護・訓練指導に職務した。 
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 札幌盲学校の養護・訓練は、３分野、９系列で構成され、徹底した実態把握とともに、個々の教育的

ニーズを踏まえた優先度を、委員会で決定して指導した。 

（1） 社会に対する積極的参加能力の育成分野 

① 歩行能力系列 

a、ボディーイメージの要素 

b、方向概念要素 

c、対音源歩行要素 

d、空間構成物への身体の方向付け要素 

e、音の軌跡要素 

f、対気流、対太陽への身体の方向付け要素 

g、時間移行を併う身体の方向付け要素 

h、空間構成物の関係把握要素 

i、自校探索要素 

j、時間と距離要素 

k、日枝操作要素 

l、歩行標識と点地図作成要素 

m、地図歩行要素 

n、雪路日枝操作要素 

② 点字使用者への墨字指導系列 

a、墨字習得初歩訓練要素 

b、ひらがな指導要素 

c、カタカナ指導要素 

d、漢字指導要素 

e、言葉のきまり、漢字のきまり要素 

③ カナタイプ指導系列 

a、構造指導要素 

b、基本練習要素 

（2） 普通児との偏差の補正分野 

① 体力、運動機能の向上系列 

a、フォーム的要素 

b、対人操作的要素 

c、神経系的要素 

d、筋力要素 

e、心肺持久要素 

② 目と手の協応向上系列 

a、作業的要素 

b、認識的要素 

③ 基本的生活行動指導系列 

a、衣服の着脱要素 

b、排泄要素 

c、食事要素 

d、清潔要素 

e、身辺整理要素 

f、基本的欲求の表現要素 

g、集団参加要素 

（3） 各教科の学習に共通するreadinessの向上分野 

① 漢字指導系列  

② 触知覚と手指及び腕の運動系列 
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③ 失明が予想される者への点字指導系列 

また、北海道高等盲学校は、道内各義務盲学校の指導を引き継ぐとともに、生徒が社会に自立するこ

とを想定し、新しい特別支援学校学習指導要領で高等部での指導計画作成上の配慮事項として示されて

いる六点・八点の漢点字を、既に昭和54年度から指導するとともに、昭和59年度、指導の個別化に、特

段、留意しつつ、全国的にも最新の機器を導入するなどした次の内容を指導した。 
昭和59年度養護･訓練推進計画  
次の5点を本校養護･訓練指導の特色とする。 

①指導内容の順次性を出来るだけ確保する。 
学校生活の基礎となる指導内容から指導をする｡ 
･日常生活の基礎 ：歩行､日常生活行動 
･教科学習の基礎 ：点字触読､漢字力 

②視覚障害を補正する目的で製作された電子機器を積極的に導入する｡ 
導入済みの各種電子機器 
･文字の拡大  ： 拡大読書器(オプチスコープ､ズームテレビ) 
･音源定位   ： 聴覚情報処理訓練機 
･環境認識器具 ： ソニックガイド 
･障害物探知器 ： モーワットセンサー 
･盲人用パソコンシステム ： 大阪大学末田式 漢字･点字相互変換システム 
･盲人用ワードプロセッサ ： 筑波盲学校長谷川式システム 
･盲人用カナタイプ独習器 ： 音声フィードバックカナタイプライター 
･音源歩行訓練器  :  FM発振式ロケータ一 
･盲人用墨字読書器 ： オブタコン 

③客観化と個別化｡ 
出来る限り数量化し、客観的データをもとに、生徒実態を把握し､個別目標を設定して個別

的プログラムで指導するよう努力する｡ 
④学部と寄宿舎の指導連携｡ 

生徒一人一人の能力を最大限に伸長させ個性ある生徒とするため､学部と寄宿舎の連携を
深めて有機的に指導する｡ 

⑤養護･訓練室を機能させ､リソースルームとしての役割を持たせる｡ 
･全体的養訓推進計画案の作成 
･指導教材の準備･作成 
･指導方法の研究･教材開発 
･指導結果のとりまとめと保管 
･始業前､放課後活用の直接指導 
･各種訓練機器の管理･指導 

現在の道内各盲学校の自立活動の指導は、幼児児童生徒個々の実態や教育的ニーズを踏まえて、個別

の指導計画が作成され、週１～２時間以上、個別又は小集団の自立活動の授業で指導されているととも

に、歩行指導や日常生活に係る指導については寄宿舎においても各担当部と協力・連携して指導が行わ

れている。 

道内各学校などの自立活動は、ホームページから次のような内容として整理することができる。 

 

●北海道札幌盲学校 http://www.sapporomou.hokkaido-c.ed.jp/ziritu.html 
○行きたいところへ行くために   
 「○○へ行きたい、行ってみよう」という気持ちを大切に育てながら、安全に自信を持って歩ける
ことをめざしています。 
・身の周りの様子や方向などの理解 ・位置を確かめる方法 ・介添え歩行 ・地図の理解 

 ・白い杖を使った歩行 ・交通機関の利用 ・援助依頼  
○文字で豊かな心を育てるために  
 視力がかなり低く文字が見えない場合には、点字を使用します。余裕をもって読み書きができるよ
うに、正確で速い点字の技能を身につけます。 
・両手の指先で点字を読む ・点字タイプライターや点字盤で速く点字を書く 

○見たいものをはっきりと見て知るために  
 見たいものをいつでもどこでも、正しく速くとらえるように、見る力を高める用具（補助具）を上
手に使いこなすように学習します。 
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・単眼鏡で遠くのものや黒板の文字等 ・ルーペで画数の多い漢字や小さな文字等 
 ・両方とも文章をはやく読む場合に活用 

・ＣＣＴＶ(拡大読書器)～文字や地図などを大きく拡大して活用 
○コミュニケーションを豊かにするために  
 話しことばをはじめ表情、身ぶり、文字、機器などを用いて気持ちのやりとりが行えることをめざ
しています。 
・コンピュータで音声を聞きワープロで普通文字の文書作成 
・インターネットなどで情報交換   

○他にも、一人ひとりの目標にあった内容で  
・見くらべたり、集中して見るなど、目を上手に使う学習 
・手や体を上手に動かす学習など 

 

●北海道函館盲学校 

http://www.hakodatemou.hokkaido-c.ed.jp/jiritukatudo/19jiritukatudo.htm 
本校では、帰省指導を行う場合、まず「一人で自分の家まで帰りたい。」という意欲を内的動機と

して持つよう働きかけつつ、地図の読む力や頭の中で地図をイメージする力、その地図に基づき、実
地の特徴ある地点を確かめて地図に位置づける力、安全に交差点を渡る判断力や乗り物に乗る技術な
どを身に付けるようにしております。 
 また、一人一人の状態を見極めて、漢字の習得や小さな文字や遠くの物を確実に把握できるように
各種レンズを自分に合わせて使用できるようにするための学習をしています。 さらに、コンピュー
タを用いて、普通文字と点字の相互変換技術の習得や各種ソフトの活用、インターネット、Ｅメール
などによる情報機器との日常的な触れ合いの中で、今後の社会を生き抜く力を培うよう努めています。 
 このように自立活動は、子ども自らが主体的にこの社会を生き抜いていけるように、基本的な生活
習慣を身に付けることにはじまり、自らの価値を高めていける基礎基本を身に付ける本校の特色ある
教育活動となっております。 

 

●奈良県立盲学校 http://www5.kcn.ne.jp/~naramo/ 
・保有感覚や補助具の活用   
・点字指導   
・歩行指導   
・日常生活動作   
・情報処理処 

 

●筑波付属視覚特別支援学校 http://www.nsfb.tsukuba.ac.jp/jikatu/jikatu_d.html 
１．小学部における自立活動 

・触察能力の向上 
・弱視レンズ等の視覚補助具の向上 
・適切な姿勢や運動・動作の習得 
・歩行能力の向上 
・作業能力の向上 
・日常生活技能の向上 
・コミュニケーション能力の向上 
・心理的な安定や意欲の向上 

２．中学部における自立活動(卒業時にはテーブルマナーの指導) 
・全盲生徒(歩行指導、日常生活技術指導、ワープロ指導、点字指導)  
・弱視生徒(文字指導や補助機器の指導、日常生活技術指導、ワープロ指導)  

３．高等部における自立活動 
・点字指導（「コミュニケーション技術（点字）」）  
・歩行指導（「日常生活技術・歩行」）  
・日常生活技術指導（「日常生活技術・ＡＤＬ」）  
・ワープロ・パソコン関係の指導（「コミュニケーション技術（情報）」）  
・中途失明者や視力低下者に対しては必要な指導 
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３ 点字触読の初期指導(触読の初期指導はテキスト９１頁、触読速度の向上指導はテキスト８７頁) 

点字触読を習得していない盲幼児、重複障害児、中途

失明児・者への指導法は、唯一絶対というものはない。 

視覚障害児個々の実態に応じて、適切な指導方法等を

検討することが重要である。 

このため、盲学校の教師は、何よりも、先達の実践な

どを学び・真似て、教師の個々の個性を生かすとともに、

視覚障害児個々の個人的要因を重視し、個に応じた最適

な指導法を生み出す努力を行うことが重要である。 

点字の指導方法は、左の表に整理したが、大きくは、

日本点字の点の配置・構成から指導する方法と、認知し

やすい点字から指導する方法に大きく分けることがで

きる。 

点の配置・構成から指導する方法はアイウエオ順の指導法とリベットなどを用いた点字構成指導法に

大別できる。また、認知しやすい点字から指導する方法は、点字の熟達者の読み速度等を分析した指導

法(文部科学省の「点字学習指導法の手引き」平成 15 年度改訂版）)と未熟者の分析による指導法(鈴木

式点字触読指導法)に大別できる。 

本論で述べる点字指導法は、「認知しやすい点字から指導する方法」・「未熟者の分析による指導法」

を瀬尾政雄氏の研究を踏まえて、考察し、鈴木が指導実践から整理した内容である。 

 

(１) 難易度別の点字触読指導法（鈴木式点字触読指導法）の概要 

瀬尾政雄氏は、『「入門期における点字読字能力の発達について」1966 盲心理研究第 14 巻』で、 

①小学部 1年に入学した児童 4名 

②4/27 から 5/15 にかけて点字清音 4６文字を指導 

③5/15 から 7/25 にかけて 9回、点字触読検査 

④検査の結果で難易度を３段階に分類 

易文字 ：17 文字れ、あ、う、に、ふ、め、い、く、さ、お、は、た、ひ、よ、か、す、ぬ 

普通  ：16 文字こ、み、ゆ、せ、む、ち、て、の、ま、ら、ろ、そ、へ、も、え、や 

難文字 ：13 文字け、わ、を、ね、な、き、ん、り、つ、ほ、し、る、と  

鈴木は、この３分類に考察された研究成果を踏まえて、昭和 47 年に点字の形態も勘案して 4段階に分

類(「点字は、600 分でマスターできる」昭和 49年 道視研 第 19 号) するとともに、鈴木一人で同時

間帯に複数の盲児等の指導が可能になるよう、また通信・添削方式で中途失明者の点字触読指導が可能

になるよう、テープレコーダーを用いた独習システムを工夫した。   

難易度 1：あ、め、れ、ふ、う、い、に、く  

難易度 2：こ、た、か、は、ぬ、お、さ、よ  

難易度 3：そ、ち、せ、み、も、て、へ、む、な、や、ゆ、ら、り、ろ、ん、え、る  

難易度 4：す、ね、き、の、と、し、け、つ、ゆ、ほ、わ、を 

また、昭和 50年、それまで指導した先天盲幼児や早期失明児、中途失明生徒・者の指導記録を整理・

点検・考察して、現在の難易度 5段階に分類(「個別的点字触読指導法」昭和 56年 盲教育第 52 号)し

た。テキスト 74 頁 

第１段階 あ め れ ふ う い に く 

第２段階 こ か お よ ひ ぬ の と な 

第３段階 た さ し み わ む ね も つ 

第４段階 ゆ す を や は る ま そ き 

第５段階 へ け ん ほ ら せ ち り ろ え て 

 

点字指導法の区分

○点の配置・構成から指導する方法

・アイウエオ順の指導法

・リベットなどでの点字構成指導法

○認知しやすい点字から指導する方法

・点字の熟達者の分析による指導法

：文科省「点字学習指導の手引き」

・未熟者の分析による指導法
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  ア       メ       レ       フ       ウ       イ        ニ        ク 
●      ●●     ●●     ●●      ●●       ●        ●      ●● 

●●     ●●                    ●        ●       
●●           ●●                    ●        ● 

 

(２) 点字触読の具体的な指導の工夫 

   自らの体験を指導実践に生かせるよう、自ら、叱咤激励しつつ、工夫してください。 

 

①テキスト９１頁から９６頁を参考にして、 
②２日間で、点字２５文字を各自が触読できることを、 
③本科目履修の条件とします。 

 

(３) 盲幼児への点字触読指導の工夫 

視覚に障害のない幼児への文字指導は、３歳程

度の能力があれば可能になる。 

盲幼児では、テキスト１９頁の３条件を踏まえ

つつ、できるだけ早期からのパーキンスブレーラ

ーによる点字打字併用による指導が大事である。  

しかし、筋力が弱く、手の小さな幼児や児童で

はパーキンスブレーラーのキータッチが無理な

形で行われ、後々、悪い指の分担の習慣化がなさ

れることがある。 

このため、パーキンスブレーラーの各キーに片手打ちアタッチメントをつける工夫や、定規等を細く

切って各キーに貼り付けた「補助延長キー」を取り付けるなどして、盲幼児の低筋力をカバーするとと

もに、正しい指の分担で、キータッチが行われるよう、盲幼児個々の実態を踏まえた工夫した指導が大

事である。 

 

(４) 両手読みの指導方法 

 ①該当盲児の触読の実態に応じて様々であるが、当面は、行末5 ～10字程度になったら、 

 ②右手人差し指で行末まで読み、その間に左手人差し指は次行の先頭の文字に持っていく。 

 ③右手人差し指が行末まで読み終わったら、左手人差し指で次行頭から読みはじめ、 

 ④右人差し指を左手人差し指に付けて、読み続ける。 

草島時介は、「点字読書と普通読書（秀英出版 昭和５８年）」で、次のような両手読み６分類の方

略を分析している。 

両手による点字触読法

• 一般的に片手のみより両手の方が
効率がよい。

• 優れた読み手の手の使い方

– 行頭は左手

– 行の中央は両手

– 行末は右手

草島時介著「点字読書と普通読書」秀英出版 昭和５８年より

 

第I型 第II型

左指は同伴せず、右
指のみ

左指が中程まで同伴、
あとは右手のみ

草島時介（1983）による６分類
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第III型 第IV型

左指が行末近く
まで同伴する

常に左右指頭を
接して読む

 

第Ｖ型 第ＶＩ型

左指が読み指で、右
指が優先走行する

行の半分を左指、後
半を右指で読む

 
D.P.Wormsleyは、左右の手指の動作の協応が効率的な触読にいたるものとして、次のような分析的流

れ図を示している。 

両手読み向上のストラテジー(D.P.Wormsley)

 



20 

 

４ 歩行指導 

(１) 歩行指導の概要 

鈴木は、「先天盲児および早期失明児への歩行訓練プログラムの過程的試行(視覚障害研究第２号 

１９７５年)」で、１２の指導要素とその指導内容を整理した指導プログラムを次のようにモデル化した。 

 
盲児の歩行を日本では「歩行」、中国では「定向移動」、米国では Orientation & Mobility と言う。 

つまり、「歩行」とは、「その環境における、自分自身の位置を、常に、定位しながら、安全な方法

で、目的地まで、移動すること】である。 

鈴木は、この指導要素を１２の内容として、指導実践を行った。その概略は、次のとおりである。 

１ ボディーイメージ要素 

① 自分の体の部位の名称 

② 他人の体の部位 

③ その場での動作 

２ 方向概念要素 

① 5方向 

② 9方向 

3 対音源歩行要素 

① 前方音源 

② 8方向音源 

4 音源軌跡要素 

① 軌跡板による操作 

② 交差点のモデル学習 

③ 軌跡ルートの読図 

5 歩行軌跡要素 

① 軌跡板による操作 

② 読図歩行 

6 対風、対太陽に対しての身体の方向づけ要素 

① 対太陽 

② 対風 

7 空間構成物の関係把握要素 

① 校舎内 

② 学校内 

8 白杖探索要素 

① 白杖は何かを見つけてくれる 

9 白杖操作要素 

10 歩行標識と点地図作成要素 

① 学校近辺 

② 地域 

11 読図歩行要素 

12 雪路白杖操作要素 

オリエンテーション能力

運動能力

盲児の歩行指導

白杖操作能力

安全で確実な単独目的歩行

歩行における基礎能力

単独目的歩行を発現させるための
一能力（一方法）
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 次表は、この１２の要素を各発達段階の指導内容に整理したものである。 
○幼稚部 
  ①ボディイメージ 

・主要な体の部位名 ・基本的な動作  
・Laterality（絶対的方向）の強化 

  ②軌跡 
・単純な歩行軌跡  
・音源定位→音源移動軌跡 

  ③地図 
・室内ミニチュア  
・トレーリングと防御  
・障害物（空間構成物）の発見と賞賛 

  ④白杖探索 
 ○小学部低学年 
  ①ボディイメージ 

・細かな体の部位名  
・様々な動作  
・Directionality（相対的方向）の強化 

  ②軌跡 
・図形的歩行軌跡  
・交差点における交通音の流れ 

  ③地図 
・校舎内   
・学校敷地内   
・学校周辺 

  ④タッチ テクニック 
・ショートケーン・テクニック 
・ガイドライン・テクニック 
・スライド・テクニック 

  ⑤ルート歩行（近辺の店への買物：自立の一歩） 
 ○小学校高学年 
  ①軌跡 
   ・図形的歩行軌跡（45゜、9O゜、135 ﾟ、270 ﾟ、315 ﾟ）  
   ・太陽・気流を用いた閉鎖図形歩行 
  ②地図歩行 
   ・学校周辺 
  ③交通機関の使用 
  ④ルートによる単独帰省 
 ○中学部以上 
  ①居住地読図歩行 
  ②目的歩行 
   ・交通機関の使用 

 

(２) 盲幼児の歩行指導の留意事項 

一人で安全に歩くことのできる歩行能力を小学部高学年や中学部までに身につけさせるためには、乳

幼児期から発達段階に応じた課題を意図的・系統的に指導する必要がある。 

幼児期からの歩行指導の

系統的な内容は、遊びなど

を通してボディイメージを

確立されることが重要であ

る。まず、ボディイメージ

を確立するため、次に留意

した指導が重要である。 

①頭、顔、鼻などの体の 

部位の名称  

②伸ばす、曲げる、振る

などの体の各部の動作  

③歩く、走る、転がる、

這うなどの基本的な身体動 

作 

 
 

ヘレンケラー
20.3.6

読売夕刊より

ボディイメージ

人形

知的能力
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④自分の身体軸を中心にした左右、前後、上下の Laterality（絶対的方向）の定着 

このため、身体運動と言葉との関係や人形遊びや見立て遊び(ごっこ遊び)を意図的に行うなどの教材

を工夫することが重要である。特に、ヘレン・ケラーの写真にもあるが、人形遊びや動物を抱いたり、

撫ぜたりする遊びを繰り返すことは、自分自身の体の各部位名や各部位の動作、向かい合った時の方向

等への気づきの促進などに役立つことが多い。 

次に積木や棒磁石や紐磁石などを用いた歩行軌跡の指導である。歩行軌跡は、出発地点から目的地点

まで直線的な歩行軌跡からはじめて、Ｌ字歩行や四角歩行などの軌跡を指導するとともに、ブザーや鈴

などの音源移動が子どもとの位置関係でどのような軌跡を描いたのかを、棒磁石や紐磁石などを用いて

表現できるように指導する。この指導は地図指導の前段階と位置付けることができる。 

盲幼児の地図指導では、幼稚部教室のミニチュア模型を使って、盲幼児自らが幼稚部教室内の構成物

を置いて、人形を操って入口から机まで移動させたり、ピアノまで移動させる遊びとして取り扱う。 

このような幼稚部教室内の環境構成から、さらに大きな空間環境としての廊下や各教室などの校内配置

の地図指導に移行するよう系統的・意図的な指導が大事である。 

 

左写真は、http://www.guidedogs.com.au/Our-Services.htmlより引用 

右写真は、「ユーチューブ Watch me go!!! Blind preschooler uses cane」より引用 

 

特別支援学校における視覚障害児の歩行指導は、できるだけ早期から意図的・組織的に指導すること

が望まれる。特に、小学校等でのインクルーシブ教育がごく自然の教育制度になった場合、視覚障害特

別支援学校でのセンター的機能の重要な指導内容となってくる。 

鈴木は、昭和４０年代、北海道札幌盲学校で、幼稚部の盲幼児に、当該幼児の発達段階等に応じた扱

いやすい白杖を作製して、探索することに主眼を置いた指導を行った。 

この白杖は、重量の軽い「釣り竿」「バトミントンラケットの柄」「ゴルフシャフト」等を活用して

製作した。石突には、マジックのする。また、この時期からエコーロケーションを活用できるよう、壁

の前で立ち止まったり、ものにぶつからないで歩行したり、廊下の中央を歩いていたり、入口を触らな

いで見つけた場合は、大いに称賛することが大事である。 

盲幼児が自ら持っているエコーロケーション能力を発達させるためにも、独歩できる時期（１歳児程

度から）から、白杖を導入した歩行指導を行うことは必要なことである。 

この指導内容の概略は、テキスト７６頁に掲載した。 

しかし、視覚障害幼児への白杖探索を主とした指導においては、当該幼児の発達段階等に応じた扱い

やすい白杖を作製する必要がある、そのため、重量の軽い「釣り竿」「バトミントンラケットの柄」「ゴ

ルフシャフト」等を活用する。また、この時期からエコーロケーションを活用できるよう、壁の前で立

ち止まったり、ものにぶつからないで歩行したり、廊下の中央を歩いていたり、入口を触らないで見つ

けた場合は、大いに称賛することが大事である。 

 



23 

 

(３) エコーロケーション（Echo Location）能力の向上 

盲幼児は、慣れた環境であれば壁にもぶつかることなく、またドアの開閉状況なども把握して歩行で

きるようになる。 

視覚機能を活用できない盲幼児は、環境が発している直接的な音や、自分の歩いた足音が壁などに反

響して戻ってきた音を、聴覚的情報として自分の体の位置との関係の中で意味づけ、かつ位置づけた環

境情報として把握している。 

母親が声をかけた場合は、その声を音源として母親の元に近づくことができる。たエコーロケーショ

ンは、反響音（音の高低、音の大小、音色が左右両耳差で多様な音調を醸し出している）である。この

エコーロケーション能力を高めることにより、壁までの距離を把握することや前に何があるのかなど認

識することができる。 

 このエコーロケーション能力を発達させるためにも、盲幼児が歩行中などで壁の前で立ち止まった時、

また、開いたドアの前で振り向いた時、曲がり角の手前で歩く速度が遅くなった時、誰がきたのかを足

音で言い当てた時など、最大に賞賛してやり、同時に盲幼児の手を、その具体物に誘導し、その物の形

や大きさ、手触り具合など、十分に触察させる。 

また、この時の環境状況を磁石や積み木で即時的に表現して説明することにより、盲幼児の体に位置

と環境物との位置関係を空間・地図的関係としても教えることができ、かつ反響音による物体認識を高

め、しいては歩行能力を高めるのに役立つことになる。 

 したがって、エコーロケーションを発達させることは、自分の位置と外界環境との関係を明確にした

地図概念の発達にもつながるとともに、反響音の音色が知らせる物の表面素材、形状による物体同定能

力は、環境把握に多大な益をもたらすことになる。 

 鈴木は、エコーロケーションを含め、盲児の空間把握能力について、平成１８年度「教育職員免許法

認定講習～盲学校教員課程～『点字指導法』」で次のように整理した。 

ⅶ 盲児の空間認識 

１ 顔面視力(Facial Vision または Facial Sight) 

  盲児はなぜ前に壁があることやドアの入り口が分かるのでしょうか。ディデロ(Diderot)は、

盲児が視覚に頼らなくても上手に障害となる物体を避けて歩くのを知り、盲児を対象に調査し

ました。 

  その結果を、1749 年、「盲人書簡」に著述し、盲児では額や顔に圧迫感として感じていると

の報告が多く出されたことから、盲児の顔面には視覚と同様な機能を持つ何らかの刺激受容感

覚が存在しているとし、これを顔面視力と呼びました。 

２ 反響音による障害物知覚(Obstacle Perception) ＝ｴｺｰ･ﾛｹｰｼｮﾝ Echo Location 

  その後、コウモリが暗闇でも、また目を取り除いても自由に飛ぶことが観察され、鳴き声を

出さなくさせたり耳を隠す実験をしました。その結果、コウモリは超音波を発し、その反射音

を聴いて物体（ｴｺｰ･ﾛｹｰｼｮﾝ Echo Location)を知覚していることが分かってきました。 

  同じ 1940 年代、アメリカのコーネル大学のスパ(Supa)、コチン(Cotzin)、ダレンバッ

ク (Dalenbach)らは、次のような各種実験をし、その結果を記録しました。 

①指をならしたり、靴音などの聴覚的手がかりが利用

できると、障害物を発見し、衝突することはない。 

 ②耳栓をつけたり、マスキング音を聴かせるなどす

ると、障害物は発見されず、衝突が起こる。 

 ③顔面をフェルトなどで覆い、皮膚刺激を遮断して

も、聴覚刺激が受容できれば障害物を発見できる。 

 ④マイクをつけた実験者が、壁に向かって歩いてい

る音を別室でレシーバーを用いて聴いても障害物

を発見できる。 

 

 

 

⇒ 

 

 

 

聴覚的手がかりがなけ

れば、障害物知覚はなさ

れない。 

  しかし、実際の歩行場面では、聴覚刺激の他、気流の流れや太陽熱などの皮膚刺激や環境物

体からの臭刺激などが複雑にからみあって、障害物知覚が起こってきます。したがって、豊富

な歩行体験とその際の障害物の意味付けが大切になります  

  ではなぜ、このような盲児の空間把握の能力を障害物知覚というのでしょうか。ここには、
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視覚に障害がある場合、移動に際しての代表的な困難さを「物にぶつかる＝障害物」とする一

般的な見方があるからです。 

  しかし、ぶつかる物すなわち障害物を見つけることのでき能力は、環境把握ができる能力す

なわち空間を把握できる能力と言い換えることもできます。 

  盲児は、盲児自身で工夫してこの空間把握の能力を発達せさているのかも知れません。例え

ば、盲児独特の歩き方として「バタバタ歩き・走り」があります。靴底全体でバタバタと音を

立てて廊下などを歩く・走るスタイルです。この歩き方にも、次のようなメリットがあると私

は考えています。 

 安定性 

 

 重心を低くし膝を屈曲させ、手を前方にして足裏全体で歩く・走るので、多少

の路面状況の凹凸などの変化にも対応した安定的な歩行ができる。 

 安全性 

 

 物にぶつかりそうになった場合や直ぐに立ち止まる必要がある場合は、後傾姿

勢になりやすいため、歩行での安全性が確保し易い。 

 音 源 

 

 

 バタバタ音を立てて歩くので、盲児自らで音源をつくって、何か障害となる物

体があった場合、その物体から反響してくる音を得やすし、その反響音による物

体の定位（ｴｺｰ･ﾛｹｰｼｮﾝ:Echo Location) が行い易い。 

  これらのほか、他の人に自分の存在を知らせ、衝突等を回避するメリットがあるのかも知れ

ませんが、余りにも奇異な感じを他の人に与える場合や、悪姿勢が固定的になり内臓等の発達

への悪影響にも及ぶ場合は歩き方を矯正することも必要です。  

  この環境把握に用いる反響音は、物体が遠くにあれば低い音に、近くなるほど高い音になり

ます（コップに水を入れた時と同様）。また、物体の方向は両耳間の強度差となって方向も定

位することができます。さらに電柱や壁などの堅い物体と生け垣などのような物体では反射率

の相違から音色が異なるものと、SonicguideTM などの超音波を活用した環境把握器具の研究で

分かってきました。 

  このような聴覚情報を適切に指導することが、盲学校教師の専門的指導として求められます。

これにより、盲児の環境把握が高まり豊かな感性を養うことができます。 

３ 聴空間(Auditory Space) 

  盲児が聴覚を通して把握できる空間を聴空間(Auditory Space)といいます。この聴空間知覚

は、視覚による空間知覚に比べて正確さにおいては劣りますが、視覚の把握空間が顔の向く方

向に限られているのに比べ、聴空間は背後も含めて回り全体の空間を把握することができます。 

  この聴空間は、音源の空間的位置（音源の種類、音源の方向、音源の距離など）を(Sound 

Localization) 音源定位に基づいて成立します。 

  聴空間の把握において、立体視や視距離の把握で両眼による視覚情報が必要なように、音源

定位においても両耳による聴覚情報が必要になります。したがって、帽子、フード、耳あてな

どで盲児の耳を隠すことや、「ヘッドホン難聴」などにならないよう留意することが教育上重

要なことになります。 

  この音源定位の指導は、盲学校の自立活動では欠くことにできない指導内容となっています。 

  音源定位の指導は、前後左右などの方向の指導と合わせて行われるのが常である。各学校で

も各種音源を用いた方向弁別等がホールや体育館などでなされています。音源定位の指導では、

音源弁別の他に音源歩行も大切な指導の一つとなります。 

  この音源歩行の延長として、運動会などでの音源を用いた 50m、80m、100m 走が成り立ってい

ます。 

  音源歩行で留意したいことは、建物などの反響音の影響を盲児にどう説明するかで、その説

明として点地図を用いて、今いる地点と音源と建物の位置を具体的に理解させながら指導する

方法があります。指導者は、この建物による反響音に配意した音源の設定をしなければ、音源

方向の把握に誤解が生じて、曲がって歩く・走る歩行偏差(Veering) が起こってきます。 

  また、継続的な音源を用いた初期の指導に加えて、音源を消し、その音源を音像として頭の

中に位置付けて、その音源のあった地点まで歩行する指導も必要です。この指導により、歩道

を歩いている時に車の通過した音(交通音:Traffic Sound) を活用した直線歩行や、交差点の有

無、道路の曲がり具合などの道路環境の把握を行うことができるようになります。 
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  さらに、誰もが「利き耳」があるように盲児にも「利き耳」がありますので、両耳で聴覚情

報を自分の空間軸との関係で正確に捉えることができるようにさせるため、学級などの席を左

右入れ替えるなどの配慮も盲学校では、特段、必要なこととなります。 

 

(４) 白状を使用しない歩行 

図は、（D. Jay Gense、.Marilyn Gense 「The Importance of Orientation And Mobility Skills For Students Who Are Deaf-Blind」 Aug 

2004,  Helen Kel ler Na tional Cen ter Perkins School for the Blind Teach ing Re search）等より引用 

○通常の介助歩行「Sighted Guide Travel」 or 「human guide technique」 

視覚障害児は、先生の肘を軽く握る。幼児などの身長の低い子どもは、先生などの手首を軽く握る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○腕の握り替えと狭い場所の通り抜け 
http://www.pnp.unitingchurch.org.au/disability/9%20Mobility%20&%20Vision%20pp79-85.pdf 

腕の握り変え方 

 

狭い場所の通り方 

 



26 

 

○壁沿い歩行 Trailing 

壁などに沿って歩く。薬指と小指の背側で壁などに軽く触れて移動、指先を下に下げ、人差し指は隙

間等に入り込まないよう浮かせて歩く。なお、上方物体への恐怖心が強い、特に中途失明児や明暗弁の

視覚障害児には防御法 Protective Techniques と組み合わせて指導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○防御法 Protective Techniques 

壁や上方障害物への対応方法：手のひらを手前に向け、図の場合は、体の右側を肘で、左側を指先で

防御出来るよう、また指先は肘よりも前方向に位置させて、衝突した場合の衝撃を和らげるようにする。 

下方障害物への対応方法 

手の甲を手前に向け、図の場合は体の左側を指先で防御するよう対角的に位置させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 白杖歩行の基本的事項 

○白杖の機能 

白杖は、 

 

 

 

の三つの大きな機能を持っている。 

まず、シンボル機能については、法的に、道路交通法第１４条に「目が見えない者（目が見えない者

に準ずる者を含む。以下同じ。）は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定

める盲導犬を連れていなければならない。」と、視覚障害者の白杖の携帯義務規定が示されている。 

また、道路交通法第７１条２項に「身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第

１４条第１項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導

犬を連れて通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにする

こと。」と、運転者に対する白杖携帯者への遵守規定が義務付けられている。 

①視覚障害者のシンボル機能 

②路面（凹凸等）情報の入力機能  

③下方障害物の防御機能 
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白杖については、道路交通法施行令第８条で「白色又は黄色のつえとする。」とされている。 

路面情報の入力機能と下方障害物の防御機能については、白杖と地面との接地角度の関係などについ

て、次表として整理することができる。 

接地角度  白杖の 

落下力 

 下方物体の検出  腹部防御の高低  下方物体発見距離 

 30度   大     小     低     遠 

 45度   中     中     中     中 

 60度   小     大     高     近 

 

○本道のＬｏｎｇ Ｃａｎｅの導入 

視覚障害児の歩行指導は、１９６０年、昭和３５年の

道路交通法で視覚障害者の白杖携帯規定と白杖を遵守す

る規定が施行されたことにより、盲学校では歩行訓練な

どの名称で、登下校の指導の一環として指導されること

となった。 

その当時は、体を支える「根曲がり」白杖か、左側写

真のようなスライド式白杖、中ゴムの張力で一本化する

アンテナ状の折りたたみ白杖が主であり、現在のように

身長や歩行速度、歩行能力等により、長さなどを勘案し

た白杖「Ｌｏｎｇ Ｃａｎｅ」とは異なっていた。 

本道にＬｏｎｇ Ｃａｎｅが導入されたのは、昭和４６年度、 

盲・聾・養護学校学習指導要領改訂において、養護・訓

練が新たな領域として示されたことによる。 

盲学校の養護・訓練の主要な指導内容として、歩行指

導は必須の指導内容になった。 

特に歩行指導は、日本ライトハウスで厚生省・文部省

により、各種研修会が開催され、各都道府県から派遣さ

れた研修者を中心に研修を受けた。 

この研修者が中心になって、白杖の持つ機能を全うさ

せるため、各盲学校にＬｏｎｇ Ｃａｎｅを導入した。 

本道の場合、Ｌｏｎｇ Ｃａｎｅ導入当初は、左図にあげた

アルミニウムポールにゴムグリップと石突を付けて、白

いビニールテープを巻いたタイガー医療機株式会社製の

白杖を導入した。このアルミニウムポールは、視覚障害

児の身長や歩行能力などに応じて、適宜、金きり鋸で切断して長さを調節した。 

昭和５０年代に入ってからは、ガラスファイバーやアルミ合金を主体とした、現在、市販されている

材質や形状のＬｏｎｇ Ｃａｎｅが入手しやすくなり、多くの視覚障害児が用いるようになった。 

前述したが、盲幼児にはこの市販された白杖は、盲幼児の筋力に対して重すぎて、自由に操作するこ

とができないので、身長・筋力に応じ、釣りざおやバドミントンラケット・ゴルフシャフト等を細工し

た白杖を作成して使用させることが重要である。 

 

○ 白杖操作 Cane technique 

① タッチ・テクニック Touch technique 

・白杖の接地地点 ：２歩前方分の距離とする。   

・振り幅  ：肩幅 

・白杖接地リズム ：足の接地リズムと同じリズム 

・白杖の接地方向 ：対足側に白杖を接地する   

・白杖操作 ：柔らかな手首の操作 

 

 

昭和４０年代札幌市内

①直径２ｃｍのアルミニウムポールを児童
生徒個々の身長、歩幅、歩行能力等の程度
により、長さを処方してきる。
②握り部として、２５ｃｍ程度のゴムの

グリップを装着する。
③先端にプラスチック製石突を

装着する。

このアルミニウム製Ｌｏｎｇ Ｃａｎｅ
に白色ビニールテープを巻いて白杖化する。

アルミニウム製のため、１，０００円程
度の安価で手ごろであったが、外力に弱い
難点があった。
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・処方された白杖：歩行能力、身長、歩幅により長さを決定 

・閉じた技能としての定着化   

・白杖からの入力情報と他感覚器官を通した情報を、総合的に同時処理化 

 

 

② ダイアガナル・テクニック Diagonal technique 

 ◎使用方法 

・体の正中線に対して白杖を斜め 

 に操作  

・手首をかえす型  

・ペン型   

・握りバシ型 

 ◎使用される情況 

・物体の認識時   

・ヒューマンガイド時   

・段差等の確認時 

・ガイドラインに沿って歩く時 

・目的方向の人の流れに沿って歩 

く時（出入口等） 

   

 

 

 

 

③ タッチ・テクニックの応用 

・ガイドライン・テクニック  

Guideline technique 

Shoreline technique 

    （ガイドラインの方を若干広めにし、歩道壁等 

         に沿って歩行） 

・スライド・テクニック 

Constant contact technique 

    （雪路、安定した路面環境や交差点の入り口付 

近で使用）        

・ショートケーン・テクニック 

Short cane technique 

    （混雑時や路面状態不安定時、歩行偏差の矯正 

時に使用） 

   

http://www.nfb.org/images/nfb/ 
より 

 



 

(６) 歩行地図の指導 

 歩行地図の指導については、「軌跡

図の使用」「点図の読み方」を述べた

29 

軌跡とは何か」「地図とはどんなものか」「空間構成物

べた北海道視覚障害教育研究会第２３号(昭和５０

空間構成物の標識化」「地

５０年)を次に掲げる。 
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(７) 発達段階を見通した歩行指導計画例 

盲児の歩行は、環境認知と身体移動の二つの側面が一体となった行動システムである。したがって、

環境認知と身体移動の両面から調和のとれた力を伸ばす指導に取り組む必要がある。 

１ 環境認知のための指導 

   ○保有する感覚から得られる手掛かりを有効に活用できる力 

   ○空間の中で自己の位置付けや目的地への方向等を正しく理解できる力 

   ○歩行コースをイメージ化したり、コースを選択できる力 

  このため、発達段階を踏まえて、次のような指導を工夫する。 

① 体内の地図であるボディイメージの指導 

    ・体の部位の認識～頭、顔、鼻等  ・体の部位の動作～伸ばす、曲げる、振るなど 

    ・体全体の動作～歩く、走る、転がる、這うなど 

②自己の方向を原点とした前後、左右など（Laterality: 絶対的方向）の身体座標軸の形成にかかわ

る指導 

・４方向   

・８方向   

・音源定位 

    ・自己の周囲を巡る音源軌跡の定位など 

③「黒板の右」等のように自己の外側にあるものを原点とした前後、左右など（Directionality: 相

対的方向）の空間座標軸の形成にかかわる指導 

・向かい合った人の方向性 

・太陽・風を活用した歩行 

・自己の周囲から離れた音源軌跡の定位 

・歩行軌跡の定位など 

④各種の空間構成物を距離や方向を持つものとして構成された地理的空間概念の形成にかかわる指導

(身体移動のための能力育成の指導との関連化) 

・教室内の地図構成 

・校舎内の地図構成 

・学校敷地内の地図構成 

・学校周辺の地図構成 

・学校近辺の地図構成と関連した読図歩行など 

２ 身体移動のための指導 

    ・思いがけない場面や状況などに、とっさに対応できる判断力と機敏性、筋力 

    ・他の人から情報をもらったり、必要に応じて援助を要請できるコミュニケーション力 

    ・歩行補助具を有効に活用できる力 

  このため、環境認知のための指導との関連をもたせ、次のような指導を工夫する。 

①校舎内のトレーリングによる廊下歩行 

    ・教室から玄関、教室から体育館など指導 

②白杖探索（幼児や筋力の弱い低学年）歩行 

    ・路面と路側の違い～アスファルトと草など、凹凸、ポール、電柱等の感触や音による把握、

ショアラインを音や白杖から伝わる触感で把握 

③ヒューマン・ガイドによる歩行 

    ・ガイドのされ方：基本形、背の高さの違いなどの対応 

④各種のケーン・テクニックの習得 

    ・タッチ・テクニック、スライド・テクニック、ガイドライン・テクニックなど指導 

⑤学校近辺のファミリアリゼーション 

・学校近辺の道路環境の定位を行うとともに、ランドマークの活用や交通音の定位と活用、交差 

点横断などを指導 

   ・指導地域の家庭への訪問、買い物などを通して、歩行意欲を高めるとともに日常生活技能など   

の習熟 

⑥単独帰省の指導 
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・バス、電車、地下鉄などの交通機関の利用を通して、視覚障害を克服する意欲などを育成 

⑦雪道歩行 

    ・スノーチップの使用、コート、耳掛け、靴、手袋などの服装に留意するとともに、各種道路

等の雪道パターンの指導を行い、冬期間の歩行を可能とする基礎的・基本的技能を習熟 

３ 白杖の携帯等 

白杖の携帯義務（道路交通法第 14条）、白杖を携えている人の遵守義務（同法第 71条）を指導す

るとともに、視力障害の状態等の応じたサングラスの装用、白杖使用等への指導を一人一人の状態に

応じて指導すること 

４ ファミリアリゼーションの具体的指導 

・ガイドラインテクニックを主として用い、環境を構成する具体物の連なりを把握させ、定位

できるよう指導 

・立体コピーやサーモフォームによる地図やフェライト磁石等による地図を用いて、地図と実

況との対応を指導 

・点字を用いた点地図などの地図作成を通して、地図の意味付けとともに、読図能力を向上 

５ 学校近辺のファミリアリゼーションの具体的指導 

・各道路に命名し、定位しやすいようにする。 

・指導地域内のランドマークを確認（定位）し、次への予測が確実になるよう指導する。 

予測・確かめの技能の習熟 歩行においては、次の所をこのように行けば、このようになるとの予測

のもとに歩き、ランドマークを確認し､｢ああ､私の予測したことは間違いなかった(確かめる)｡次は､こ

のように行けば､必ずこうなるはずだ(次の予測)｡｣  

＊指導例  

◎正面玄関のﾄﾞｱを出て､段にかかとを付け、真っ直ぐに歩くと(タッチ・テクニック:歩き始めの

風の方向や太陽の方向､敷石の方向)､第3グラウンドの草の土手にぶつかる(ランドマーク:予測

と確かめ) 

◎右を草の土手､左を敷石として歩くと(ガイドライン・テクニック)､右に曲がる(歩き始めの風の

方向や太陽の方向:予測と確かめ)  

◎右を草の土手､左を敷石として歩くと(ガイドラインテクニック)､12 丁目通りを通る車の音や

「ピヨピヨ」「カッコー」の音が聞こえる(オリエンテーション・キュー:予測と確かめ)などの

連なりをまず教える｡ 

  

●ランドマーク Land Mark   

ここにくれば必ず～だと確められる物  

●オリエンテーション・キューOrientation Cue  

いつもあるとは限らないが､定位するてがかりとなる物 
 

 

(８) 雪路の歩行 

北海道のように降雪地域の盲学校では、雪路歩行指導を視覚障害児の歩行指導要素の一つと位置づけ

ることが重要である。 

昭和４０年代は、全国的にもそのような研究がほとんどなかった(富山県立盲学校の事例がひとつあっ

た。)ことから、鈴木はこの面の研究成果を、北海道視覚障害教育研究会（「雪路における白杖操作試行」 

道視研№２０ 昭和４９年・１９７４年）と、１９７５年日本ライトハウス「視覚障害研究」第２号に

「先天盲児および早期失明児への歩行訓練プログラムの過程的試行」の中で発表した。 

また、北海道や東北等の積雪地域での雪路情報を確実に把握し、比較的、安

全に歩行できるようにするため、鈴木は雪路面の形状等の情報入手が容易にで

き、かつ白杖が雪に突き刺さらないようにするための石突アタッチメントを、

昭和４７年、株式会社北海計測器商会とともに工夫・開発した。 

現在は、㈱ジオム社において、スノーチップの商品名で販売されている。 

この北海道の雪路歩行について、鈴木は、昭和 59 年北海道高等盲学校研究

紀要「視覚障害後期中等教育における養護・訓練の実践報告」を再整理して、
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1985 年、Jｏｕｒｎａｌ ｏｆ Vｉｓｕａｌ Iｍｐａｉｒｍｅｎｔ & Bｌｉｎｄｎｅｓｓ JANUARYに「Winter  Traveling  in  Hokkaido  Land  

Japan」pp24-26 に発表した。 
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さらに、雪路歩行の概要を、昭和 62 年 2 月 22 日号、点字毎日「論壇」に次の内容で執筆した。 

     雪 道 歩 行 研 究 私 論             

１ 雪国の盲学校の課題として 

  １年の三分の一を雪とともに生活しなければならない北海道だけでなく、雪国と いわれる本州の盲学校

においても、児童生徒がその土地で生活できる安全な雪道歩 行の知識と技術をいかに身に付けさせるかが

課題となっている。 

２ スノーチップの開発と雪道パタンの抽出 

  私は、安全な雪道の歩行を児童生徒に確保させる目的で、次の2 点について研究 した。 

 (1) スノーチップの開発 

   軟らかい雪の中に、白杖がズブズブ突き刺さらないようなアタッチメントを開発するため、石付にプラ

スチックボールやピンポン球など色々な物を付けてみた。その結果、理科の実験で使うゴムスポイトが、

雪道路面条の情報を的確に捕ら  えることが分かった。 

   このゴムスポイトを視覚障害者生活用具専門店ジオム社の畑岸社長がスノーチップと名付け同社で取

り扱ってくれている。 

 (2) 雪道パターンの抽出 

   3 年間に渡り、同じ場所の雪道を継時的に写真で記録し、それに基づいて降雪時期を3 期に分けた。 

  ○降雪初期 

   太陽熱や車の交通によって、アスファルトなどの路面が出るが、道路の両端にはシャーベット状の雪が

残る。 

  ○本格的降雪期 

   歩行者が通り抜けるための出入り口を持つ交差点パタンや、車道と歩道を隔てる道路パタンなど特有の

パタンを呈する。 

  ○融雪期 

   凍結した歩行路面と、アスファルトが露出した車道の組み合わせが基本になる。 

３ 雪道歩行をより安全にするための今後の課題 

 (1) 雪を克服し、逞しく生きる意欲や態度の育成 

 (2) 雪国の盲学校の相互連携による指導プログラムの確立 

 (3) 吹雪や大雪の後でも、確実に環境が把握できる電子機器（日本ライトハウスのソニックガイド、横浜訓

盲院のトライセンサー等）の手軽な入手など 

※点字毎日の読者の皆様方で、良いアイディアをお持ちの方はぜひお知らせください。 
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(９) 白杖の機能をサポートする補助具 

１９７０年代以前の歩行補助具を整

理すると、そのものだけで安全性が確

保できる「独立型歩行補助具」、独立

型歩行補助具と共に使うことより、安

全性の確保などより高まる「付随型歩

行補助具」と、歩行環境の情報を提供

しつつ案内する「情報提供型歩行シス

テム」に整理することができる。 

昭和４０年代末に各盲学校に対して

養護・訓練指導のための備品が整備さ

れた。その備品の一つとして歩行補助

具「超音波めがね『「ソノーダー』」

が各盲学校に整備された。 

その後、鈴木は、市販された超音波めがめ「ソニックガイド」を指導し、中途失明生徒が環境物体音

のディスプレーを認識して、具体物を同定した風景画を描写させた。１９８６年、JOURNAL OF 

VISUALIMPAIRMENT & BLINDNESS Vol.80 No.1 （USA AFB）に、「Evaluating Methods for Teaching Orientation 

and Mobility with Sonicguide 」としたソニックガイド指導の評価の一環として描画等の工夫を発表した。 

 

1 独立型歩行補助具 

(１)白杖  (２)重輪式歩行器  (３)レーザーケーン  (４)盲導犬 

(５)電子白杖 

2 付随型歩行補助具 

（１）CPI（Clear PathIndicator）   

モーワットセンサ、ソノスベクタ、パスサウンダ、ソノーダ、 

光センサ応用の補助具、オーデコ、パームソナー、 

（２）ES（Environtnental Sensor） 

ソニックガイド、トライセンサ、K-Sonar 

3 情報提供型歩行補助システム 

（１）FMセンサ応用 

トーキング サイン、美術館等説明システム 

（２）磁気センサ応用 

視覚障害者誘導システム 

( ３)GPS 機能を活用した案内システム 
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上図を拡大 
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Ⅲ 今後の視覚障害特別支援学校の教育課程について 
１ 北海道の視覚障害児のインテグレーション教育について 

インテグレーション教育は、学校教育法での障害の種類と程度等による就学基準が明確に制度的に実

施されていた時代の教育の形態である。例えば、点字を使う児童生徒が地域の小学校、中学校等に在籍

して教育を受けることをインテグレーション教育(統合教育)といった。 

特に、視覚障害児は、点字等の触覚教材などがあれば、ある面、通常の学級で教育を受けることが可

能なことから、学校教育法施行令で規定された就学基準に基づく盲学校への就学ではなく、地域の通常

の学級に在籍していた。視覚障害児童生徒のインテグレーション教育は、点字教科書の作成や各種教材

の点訳、地図・点図等の触覚教材の作成、歩行指導などの学校生活上の必要な技能・技術の指導は、保

護者または支援者が行っていた。北海道は、視覚障害児のインテグレーション教育が北海道札幌盲学校

のセンター的機能の発揮により、昭和４０年代後半より実施された。 

この事例では、昭和４８年度、北海道札幌盲学校寄宿舎に入舎して、復学に必要な点字触読や白杖歩

行、カナ・英文タイプライター等の指導を受けている。翌年度、元々、在籍していた道立高校に復学し

て、授業で用いる教科書等は札幌盲学校のセンター的機能により、点字教科書・教材に点訳され、それ

を用いて学習して卒業している。 

 

 

 

 

 

 

鈴木重男(昭和50年)：中途失明生徒の普通高校への復学 特殊教育指導事例集 第一法規より 
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２ 我が国と北海道の視覚障害児インテグレーション教育の歴史 

我が国の視覚障害児のインテグレーション教育について、日本盲人福祉研究会「視覚障害者（児）

の教育・職業・福祉～その歴史と現状～」（１９８９）は、次のように整理している。 
わが国で統合教育が進展をみせたのは、昭和40年代後半のことである。それは盲幼児の統合保育から始

まり、小学校へと拡大し、さらに50年代の後半になって、中学校から高等学校へと広まっていった。その
経過をみると、次の通りである。 

盲幼児では、昭和47年には一挙に6人が私立幼稚園に入園した。小学校では、昭和47年に1人、48年に2
人と続き、50年には一挙に6人が公立小学校に入学した。中学校では、昭和46年に1人、53・54年に1人ず
つと続き、56年になって公立中学校に5人が入学した。高等学校では、昭和53年に2人あったが、その後中
断し、昭和57・58年に1人ずつと続き、59年になって4人が公立高校に入学した。 

（中略） 
統合教育のもっともおくれているのが、高等学校である。昭和53年に、北海道の北星学園男子高等学

校で、盲生徒との統合教育の実践がなされており、また、同年に仙台市立の高等学校に全盲の生徒が入
学した例があるが、このあと全盲生の例では、昭和57年、大阪府立高校へ点字受験で合格した例（公立中
学校で統合教育を受けていた）がおり、大阪府が点字受験を認めるトップをきった。 

上掲、日本盲人福祉研究会資料では、「昭和５３年に、北海道の北星学園男子高等学校で、盲生徒

との統合教育の実践がなされており」とありますが、実際は、参考資料３の毎日新聞（昭和５０年６

月３日付記事）にもあるように、昭和５０年３月、北海道札幌盲学校中学部を卒業した点字を常用す

る生徒が、全国で初めての北星学園札幌北星男子高等学校への進学をし、同校を卒業してから北星学

園大学に進学している。 

さらに、文字の教科書を使用することができる弱視児のインテグレーション教育は、昭和４０年代

初期から、北海道旭川盲学校での先駆的なドイツ製エレファックス（教材拡大印刷装置）の導入など

の研究成果が全国的に高く評価され、道内各盲学校が積極的に弱視児教育への取組みを行い、この頃
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から、旭川盲学校や函館盲学校中学部を卒業した生徒の多くが保護者の居住する地域の高校に進学す

るようになていた。 

一方、弱視幼児教育では、北海道函館盲学校が通常のインテグレーション教育とは異なる視点での

「混合教育」を昭和４４年度から実施しています。函館盲学校の幼稚部は道内で最初に設置された幼

稚部であり、視覚障害幼児の可能性を最大限に引き出すための方策として、視覚に障害のない通常の

幼児が持っている力を活かした保育実践を行っていた。 

このことについて、昭和４８年度北海道函館盲学校研究紀要第３号に幼稚部担任坂上俊樹（岸本直

人）は、次のように記している。 

 幼稚部の生活の中で与えられる側にあるものは大きく分けて 2つになります。1 つは教師が与えられるも

の、1 つは子どもの集団が与えるものです。 

 教師が与えられるものの1つは本校幼稚部教育の方針の1つであり晴眼児を含めた集団生活の場を提供する

こと。1つは幼稚園教育施行規則にのっとった規則正しい時間配当と子どもの状態を判断した適切な教材・教

具の選定能力、1つは、感情に流されず目前の状況にとらわれない目的行動をとれること。更に、忘れてなら

ないことは彼等の大切を友達になってやれることであると思います。 

 子ども1人1人とその集団が与えるものは教師が与えてやれるものに比してはるかに大きく、みごとなもの

です。子どもには安っぽい酌量がない。子ども同志は常に対等にかかわり合い、安易な妥協や、哀れみや同

情をこれっぽっちも持たず、ズケズケと、そしてどこまでも対等です。 

 本校の幼稚部のリーダーに常に晴眼児になります。彼等は活発で行動的で、新鮮で興味ある情報を毎日毎

日持ち込んできます。リーダーになって当たり前です。そして彼等の動きは時間をおいて徐々に弱視児の中

にも盲児の中へも生かされていきます。言語も、行動内容も、運動量も、すべてがそれまでの盲幼児の家庭

とは比べものにならないほど多くなり、晴眼児を中心に遊びのグループが徐々に広がり、いくつかに分かれ、

また壊され、つくられて、多くの友だちとの交わりを盲児も弱視児も経験していくのです。 

なお、昭和５３年には、札幌市の中の島幼稚園で統合保育を受けていた盲幼児が、札幌市立小学校

に入学を希望したことから、この問題が北海道議会に取り上げられている。しかし、この事例の盲幼

児が、小学校に在籍することはなかった。 

 

３ 視覚障害児のインクルーシブ教育と盲学校のセンター的機能 

点字を常用する視覚障害児が、小・中学校等の通常の学級に在籍してインクルーシブ教育が行われ

る場合、当該児及び当該受入れ学校が必要とする知識・技能等は、大きく３つのカテゴリーに分ける

ことができる。 

① 文字コミュニケーションに係る内容 

② 学校内外の移動（含む、白杖の操作）に係る内容 

③ 学習教材・教具に係る内容 

この３カテゴリーの具体的な盲学校のセンター的機能について、栃木県総合教育センター教育相談

部「盲学校のセンター的機能の開発－視覚障害児の支援からＬＤ児、重複障害児の支援へ－」（平成

１８年３月）では、次のように指導実践を整理している。 
(ｱ) 点字 

基礎技能の習得を目指し、点字表記の理解、触読の練習、タイプライターや点字盤での書き、ノートの書き
方などの支援を行った。２年生の後半からは、基礎技能に加え、読速度向上の練習や学校で点字盤を使用する
ための練習など、応用的なものへと移行した。 
(ｲ) 歩行 

白杖による伝い歩きの練習を行い、歩行地図をもとに屋外での一人歩きの練習を行った。２年生の夏季休業
中には徒歩での通学に向けて、校門から玄関の靴箱までの白杖歩行の練習や自宅周辺の歩行と周辺地図の作成
を行った。３年生では通学路で白杖歩行の練習を行った。縁石や壁がないため伝い歩きや交差点の発見が難し
い道路が多かったが、通学路の特徴を一つずつ確認する指導を行った。 
(ｳ) 教科学習 

算数においては、学年が上がるとレーズライターによる桁数の多い筆算が困難になる。その代わりに必要に
なる珠算の練習を２年生から開始した。また、小学校の授業の中では時間をかけて確認したり練習したりする
ことが難しい、物差しの使い方や立体図形と平面図形の理解などにも取り組んだ。３年生になると、社会、理
科、体育の教科学習について、小学校から相談を受けることが多くなり、個別相談の中でも取り上げ、本児に
適した指導の工夫を検討してきた。 
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４ インクルーシブ教育の視覚障害児が使用する教科書等 

平成２０年６月、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律が

施行されました。第１条の目的と定義は、次のように規定されている。 
（目的） 
第一条  この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教科用特定
図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科
用特定図書等の普及の促進等を図り、もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分
な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的とする。  
（定義） 
第二条  この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供す
るため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書（以下「教科用拡大図書」という。）、
点字により検定教科用図書等を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作
成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいう。  

これにより、小・中学校に就学した拡大教科書及び点字教科書を必要とする視覚障害児童生徒の教科

書給与は大きく前進することになり、視覚障害児のインクルーシブ教育の教科用図書の給与関係につい

ては、この制度的対応が円滑に行われることになれば概ね解決したといえる。 

現在、小・中学校の視覚障害特別支援学級及び「通級指導教室」で学ぶ視覚障害児や認定就学者とし

て小・中学校の通常の学級に就学した視覚障害児に対しては、当該就学先学校が選定した教科書と同じ

内容の拡大教科書について、次の文部科学省平成１６年４月１日付「視覚に障害のある児童生徒に対す

る「拡大教科書」の無償給与について」依頼で対応され、国費負担による無償給与になっている。 
視覚に障害のある児童生徒に対する「拡大教科書」の無償給与について（依頼） 

 標記のことについて、文部科学省では、このたび、別添の「視覚に障害のある児童生徒に対する「拡大教
科書」の無償給与実施要領」を定め、平成16年度より実施することとしました。 
 ついては、実施要領の内容について、事務処理上遺漏なきようよろしくお願いします。 
 また、その円滑な実施が図られるよう、域内の市町村教育委員会及び国立大学法人立・私立の小中学校へ
の周知方よろしくお願いします。   （初等中等教育局教科書課） 
（別添） 

視覚に障害のある児童生徒に対する「拡大教科書」の無償給与実施要領 
1． 趣旨  
   義務教育教科書無償給与制度の趣旨を踏まえ、通常の学級に在籍する視覚に障害のある児童生徒に対し、
その障害の程度に応じて検定教科書の文字等を拡大等した図書であって、検定教科書と内容が同一と認め
られる図書（以下、単に「拡大教科書」という。）を検定教科書に代えて無償給与することにより、教育
における機会均等の実質的な保障及び視覚に障害のある児童生徒の教育条件の改善に資する。 

2． 給与対象者  
   国立大学法人・公・私立の小・中学校（中等教育学校の前期課程を含む。）に在籍する者（学校教育
法第75条に規定する特殊学級に在籍する者を除く。）であって、視覚障害の程度が学校教育法施行令第22
条の3に規定する「盲者」又は「障害のある児童生徒の就学について」（平成14年5月27日付14文科初第291
号文部科学省初等中等教育局長通知）に定める「弱視者」に相当する児童生徒及びこれらに準ずる程度の
視覚に障害のある児童生徒のうち、他の児童生徒に比べて通常の検定教科書の文字、図形等の視覚による
認識に相当程度の時間を要する等学習に困難を来たす者であって、拡大教科書を使用することが教育上適
当であると所管の教育委員会（国立大学法人・私立の学校にあっては学校長。以下「教育委員会等」とい
う。）が認めた者とする。ただし、眼鏡等で視力を矯正しうる者を除く。 

また、上掲した拡大教科書の国費負担による無償給与を点字教科書にも適用できるとした「点字教科

書の無償給与」については、平成１６年９月１日、文部科学省は「文書通知ではなく、各都道府県の担

当者を集めた会議などで口頭での周知」という形で実施している。したがって、現在、小・中学校に就

学した点字を常用する視覚障害児に対しては、上掲した文書の拡大教科書発行者を「点字教科書発行者」

に置き換え、視覚障害者情報提供施設（点字図書館・点字出版所）や「教科書点訳」を行うボランティ

アグループなどと契約を結ぶことにより、国費による点字教科書の無償給与が可能になっている。 

平成21年12月8日、閣議決定により「障がい者制度改革推進本部」が設置され、障害者権利条約の締結

に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者制度の改革方向を検討している。障害児の在籍を通

常の学級にするとともに、保護者等の希望により特別支援学校に在籍させるなどのインクルーシブ教育

への制度改善である。 

今こそ、盲学校教師のこれまで継承・維持され培った専門性が生きる時代になってきた。 
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資料１ 毎日新聞 昭和５０年６月３日（道内版） 
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資料２     1999年10月9日  題名 一 視覚障害を乗り越えて  岩間 勝美 

  

私が高校（盲学校ではなく普通高校）を卒業したのは、今から20年ほど前のことです。 

 当時は、障害児と一般の児童・生徒がともに学ぶいわゆる統合教育の実践が各地で試みられてい

た時期でもありました。中でも象徴的だったのが、「友達100人できるかな」でマスコミ等で一躍話

題になった、公立小学校への全盲児の入学でした。義務教育ではありませんが、私が、普通の高校

に入学したのも丁度このときです。 

 しかし、こうした試みは、いずれも親の強い要求と教育の一つの有り形を模索して行われた実験

であり、けっして制度化されたものではありません。視覚障害児の教育は、盲学校で行う、と明確

に法律で定められています。これは、現在も変わっていません。 

 さて、ここでは、私が受けた高校3年間の統合教育について、入学に至るまでの経緯、入学後の状

況等について簡単に振り返ってみたいと思います。 

 私は中学までは盲学校で学びました。高校への進学も、当初盲学校を考えていました。ところが、

あるとき、担任の0先生からであったか、それと も統合教育に最も積極的だったS先生からであっ

たかは定かではないのですが、普通高校への進学を考えてみてはどうか、とそれまで予想もしてい

なかった話がありました。 

 私は、以前より三療以外の仕事を強く希望していたこと（普通高校へ進学することで、その可能

性が広がるのではないかと考えた）、同世代の一般の生徒と学業や日常生活などを共有できること

への、漠然とですが魅力を感じたこと等の理由から、親・担任などと十分話し合いを した結果、

最終的に普通高校への進学を決断したのです。 

 決断したといっても、まだ決まったわけではありません。すべては、相手校が受け入れてくれる

かどうかにかかっています。話が少しずつ具体的になってくるにつれて、当然のごとくさまざまな

問題が浮き彫りになってきました。教科書などの教材はどうするのか、試験はどのように実施する

のか、安全はどう確保するのか、等々。これらの問題を解決するために、あるいは全盲生徒の受け

入れに理解を深めてもらうため、盲学校と受け入れ校との間で繰り返し話し合いが持たれました。

このとき、最も中心となって粘り強く交渉に当たってくださったのが、S先生や0先生、そしてT先生

などでした。こうした先生たちの並並ならぬ努力がなければ、おそらく私の普通高校進学は実現し

なかったものと確信しています。 

 最終的に、教材等については盲学校が全面的にバックアップすること、安全確保については入学

前に校内および通学路等の歩行訓練を実施すること、入学試験や定期試験は別室で行う、などの条

件で受け入れが決定しました。 

 じつは、私の普通高校進学が実現した背景に、次の二つの点があったことも見逃してはならない

でしょう。 

 一つは、前述したようにこの時期、各地で統合教育の試みが行われていたことが、大きく影響し

ていたと考えられること。全盲では私だけでしたが、弱視では私の先輩・同級生・後輩が、続々と

出身地の高校へ進学して行ったことでもおわかりいただけると思います。 

 もう一つは、私の1年先輩の弱視の生徒が、私と同じ高校にすでに進学していたこと。つまり、そ

の高校が、全盲ではありませんが視覚障害児の教育についてある程度経験を持っていたことです。 

 以上のような経過を経て、ようやく普通高校の入学式を迎えることができました。入学当初は、

－クラスの人数の多さ、盲学校とはまったく異なった雰囲気、回りの生徒とはたしてうまくやって

いけるのかなど、戸惑いや不安を感じていましたが、それも時間とともに薄れ、心配するほどでは

ありませんでした。友達にも恵まれ、楽しい？高校生活を送ることができたように思います。 

 通学路や校内の移動、教材等は、事前の話し合いや準備が十分行われていたため、特段問題とな

るようなことはそれほどなかったように思います。 

 ただ、実際の授業の場面では、いくつか工夫が必要でした。高校の教員にとって、全盲の生徒を

教えるのは初めての経験であり、どう教えてよいか戸惑いがあるのは、ある意味で当然と言えます。 

 一つは、板書の問題です。黒板に書かれた字は私には読めません。そこで、できるだけ板書の内

容を先生に読んでもらうようお願いしました。 



45 

 

 二つ目は、漢文の授業です。通常の点字だけでは、漢文を理解するには難しい面があり ます。

そこで、こちらは盲学校のS先生の考案による教材を用いることで、理解が容易になりました。点字

を用いながらも、墨字の漢文のイメージが掴めるすぼらしい教材でした。この他にも、S先生は、例

えば試験問題で、問が指し示す箇所を本文の中から瞬時に探し出せるように、その部分だけを別の

紙に書いて張り付けるなど、可能な限り一般の生徒と同じ環境で学習できるよう工夫してください

ました。盲学校の先生の中でも、特筆すべきことだと思います。 

 三つ目は、体育です。陸上など個人でできる競技は、先生や回りの生徒のサポートを受ける中で

ある程度可能でした。しかし、球技についてはどうしても無理なため、ほとんどが見学ということ

になってしまいました。これは、やむを得ないことなのですが、残念でもありました。 

 この他にも、細かい点ではいろいろありましたが、高校の教員にとっては、授業に使うプリント

や定期試験の問題などは、点訳の必要から従来より速く作成しなくてはならないという苦労もあっ

たと思われます。一方で、盲学校の教員にとっては、教科書や教材が授業に間に合わせることを求

められたため、これもたいへんな努力が必要だったはずです。こうした多くの先生方の支援があっ

て初めて、私の高校生活が成り立っていたのだと、あらためて感謝しているところです。 

 授業以外では、文化祭や遠足などの学校行事にはほぼ問題なく 参加できていたと思います。 

 ここで、学校外の日常生活について、少しだけ触れておきます。 

 入学後1年間は、学校のすぐ側にアパートを借りて、盲学校のS先生と自炊生活をしながら通学し

ていました。正直、どうしてこんな生活をしなければならないのか、幸いと感じたことも何度かあ

りました。でも、この1年間の生活が、じつはその後の私の自立に大きくプラスになっていたことは

間違いありません。社会に出た今も同じです。これは、おそらくS先生の、私に対する先を見据えた

試みであったと理解しています。 

 残りの2年間は下宿をしながら、汽車通をしました。盲学校時代から含めて、交通機関を利用して

の通学は初めてのけいけんです。汽車の乗り降りなど、危険な面はありましたが、こちらも歩行面

での自立に大いにプラスとなりました。しかし、汽車通の最大のメリットは、クラス内外の多くの

友達との交友関係が広まったことではないでしょうか。ときには、通学途中で悪い遊びをしたり、

今では懐かしい思い出の一つとなっています。 

 こうして、無事高校3年間を終えることができました。 

 私は、入学直後から、卒業後の進路について考えなければなりませんでした。れは、三療以外の

仕事に就くためには、やはり高卒だけでは無理であり、大学を卒業しなければならなかったからで

す。しかし、私の高校は受験校ではないため、大学進学率も低く、このままでは進学はかなり厳し

い状況にありました。幸い、私の高校と同じ系列の大学で推薦による入学を認めていました。推薦

枠に入るためには、定期試験の成績が条件となります。私は、受験による進学を目指すより、推薦

による進学を選択するのが現実的と考え、定期試験の成績が一定レベルになるよう3年間努力しまし

た。 

 お陰様で、何とか大学に進むことができ、そして三療以外の仕事に就くこともできました。 

 今振り返ってみると、普通高校進学が、たしかに直接的には三療以外の仕事に結びついたわけで

はありませんが、一つのステップになったことは事実だと思います。また、同世代の生徒との交流

も、何にも代え難い貴重な経験となりました。 

 私には三療の資格はありません。しかし、今この選択がけっして間違っていたとは思っていませ

んし、後悔もしていません。 

 今後も、私の選択した道が、正しかったと言えるような生き方を続けていきたいと考えています。 
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３ 毎日新聞 昭和５３年（月日は不明） 

 




